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議第１７号 

中津川市行政組織条例の一部改正について 

中津川市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 市の組織を集約して柔軟に対応できる体制を構築するため、この条例を定めよう

とする。 
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中津川市行政組織条例の一部を改正する条例 

中津川市行政組織条例（平成１６年中津川市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中第４号を削り、第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(５) 市民福祉部 

第１条中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号から第１１号ま

でを２号ずつ繰り上げ、第１２号及び第１３号を削り、同条に次の２号を加える。 

(10) 建設部 

(11) 環境水道部 

第２条第１号に次のように加える。 

エ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 

第２条第３号を次のように改める。 

(３) 総務部 

ア 議会及び行政一般に関すること。 

イ 文書及び法規に関すること。 

ウ 情報通信に関すること。 

エ 防災及び危機管理に関すること。 

オ 市民生活の安全に関すること。 

カ 交通安全に関すること。 

キ 財政に関すること。 

ク 行財政改革の推進に関すること。 

ケ 財産及び契約に関すること。 

コ 市税に関すること。 

サ 他の部の所管に属しないこと。 

第２条中第４号を削り、第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(５) 市民福祉部 

ア 社会保障に関すること。 

イ 社会福祉に関すること。 

ウ 介護保険に関すること。 
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エ 国民健康保険に関すること。 

オ 高齢者の医療に関すること。 

カ 健康及び保健医療に関すること。 

キ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

ク 国民年金に関すること。 

ケ 墓地及び斎場に関すること。 

第２条中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、

第１０号を第８号とし、第１１号に次のように加える。 

エ 建築及び住宅に関すること。 

第２条中第１１号を第９号とし、第１２号及び第１３号を削り、同条に次の２号

を加える。 

(10) 建設部 

ア 道路及び河川に関すること。 

イ 用地取得に関すること。 

ウ 土地利用及び開発指導に関すること。 

エ 地籍調査に関すること。 

(11) 環境水道部 

ア 環境保全に関すること。 

イ 廃棄物に関すること。 

ウ 下水道に関すること。 

エ 農業集落排水及び浄化槽に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （中津川市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

２ 中津川市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年中津川市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「水道部」を「環境水道部」に改める。 
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議第１８号 

中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 会議室の設置について改めるため、及び消費税率改正に伴い、この条例を定めよ

うとする。 
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中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例（平成１５年中津川市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項を次のように改める。 

 ２ 市長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除

することができる。 

  別表２－２会議室の項及び２－３会議室の項を削る。 

第２条 中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

コミュニティホール（全面） 1,320円 1,760円 1,760円

コミュニティホール（半面） 660円 880円 880円

１―１会議室 160円 220円 220円

１―２会議室 330円 440円 440円

２―１会議室 330円 440円 440円

６―１会議室 490円 660円 660円

６―２会議室 330円 440円 440円

６―３会議室 160円 220円 220円

６―４会議室 160円 220円 220円

Ｂ―１ホール 990円 1,320円 1,320円

Ｂ―２ホール 990円 1,320円 1,320円

Ｂ―１練習場 490円 660円 660円

Ｂ―２練習場 330円 440円 440円

Ｂ―３練習場 490円 660円 660円

Ｂ―４練習場 490円 660円 660円
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備考 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成３１年４月１日から、第２条の規定は社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の中津川市にぎわいプラザの設置等に関する条例（

以下「改正条例」という。）の規定は、改正条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 
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議第１９号 

中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 人事院勧告に基づき、時間外勤務命令の上限時間を設定することができるように

するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年中津川市条例第２０号

）の一部を次のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、市の規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

-12-



議第２０号 

中津川市積立基金条例の一部改正について 

中津川市積立基金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 国民健康保険の制度改正に伴い、国民健康保険事業の円滑な財政運営の財源とし

て積立基金を運用するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市積立基金条例の一部を改正する条例 

中津川市積立基金条例（昭和５３年中津川市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の表国民健康保険基金の項中「保険給付費に不足を生じたときの財源」を

「国民健康保険の保険給付及び国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)第７５

条の７第１項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に関する費用に不足を

生じたときの財源その他保健事業に要する費用」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２１号 

中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例及び中津川市文化スポーツ施設

等使用料等徴収条例の一部改正について 

中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例及び中津川市文化スポーツ施設等使

用料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 弓道場を廃止するため、及び消費税率改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例及び中津川市文化スポーツ施設

等使用料等徴収条例の一部を改正する条例 

（中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例（昭和６０年中津川市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中津川市付知弓道場の項及び中津川市福岡弓道場の項を削る。 

（中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例の一部改正） 

第２条 中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例（平成２１年中津川市条例

第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第８坂下総合体育館の部弓道場の項、中津川市付知弓道場の項及び中津川

市福岡弓道場の項を削る。 

第３条 中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例の一部を次のように改正す

る。 

第１条第２項並びに第２条第１項及び第２項中「別表第１７」を「別表第１６

」に改める。 

別表第１から別表第１６までを次のように改める。 

別表第１（第１条、第２条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

中央公民館ホール 舞台を使用する場合 2,800円 3,740円 3,740円

舞台を使用しない場合 1,320円 1,760円 1,760円

体育室 1,150円 1,540円 1,540円

２―１学習室 490円 660円 660円

３―１学習室 160円 220円 220円

３―２学習室 160円 220円 220円

４―１学習室 160円 220円 220円

４―２学習室 330円 440円 440円

ギャラリー 330円 440円 440円
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会議室 330円 440円 440円

和室 330円 440円 440円

視聴覚室 490円 660円 660円

料理実習室 990円 1,320円 1,320円

相談室 160円 220円 220円

森家和の文化室 410円 550円 550円

苗木公民館ホール 1,480円 1,980円 1,980円

会議室１ 660円 880円 880円

会議室２ 330円 440円 440円

会議室３ 160円 220円 220円

和室 330円 440円 440円

料理実習室 990円 1,320円 1,320円

坂本公民館ホール 1,650円 2,200円 2,200円

２―１学習室 330円 440円 440円

２―２学習室 330円 440円 440円

２―３学習室 160円 220円 220円

和室 490円 660円 660円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

相談室 160円 220円 220円

落合公民館ホール 舞台を使用する場合 1,980円 2,640円 2,640円

舞台を使用しない場合 990円 1,320円 1,320円

２―１学習室 330円 440円 440円

２―２学習室 160円 220円 220円

研修室 660円 880円 880円

会議室 130円 170円 170円

和室 490円 660円 660円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

阿木公民館１―１学習室 160円 220円 220円

２―１学習室 160円 220円 220円
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２―２学習室 160円 220円 220円

研修室 660円 880円 880円

和室 330円 440円 440円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

神坂公民館ホール 舞台を使用する場合 1,320円 1,760円 1,760円

舞台を使用しない場合 820円 1,100円 1,100円

１―１学習室 330円 440円 440円

２―１学習室 160円 220円 220円

和室 330円 440円 440円

相談室 160円 220円 220円

山口公民館１－１会議室 330円 440円 440円

１－２会議室 330円 440円 440円

児童室 490円 660円 660円

工作室 160円 220円 220円

２－１学習室 160円 220円 220円

２－２学習室 160円 220円 220円

和室Ａ 160円 220円 220円

和室Ｂ 160円 220円 220円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

ホール 舞台を使用する場合 2,640円 3,520円 3,520円

舞台を使用しない場合 1,810円 2,420円 2,420円

坂下公民館ホール 舞台を使用する場合 1,650円 2,200円 2,200円

舞台を使用しない場合 1,150円 1,540円 1,540円

中会議室 330円 440円 440円

大会議室 660円 880円 880円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

和室（全） 490円 660円 660円

和室（大） 330円 440円 440円

和室（小） 160円 220円 220円
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視聴覚研修室 330円 440円 440円

川上公民館研修室Ａ 330円 440円 440円

研修室Ｂ 330円 440円 440円

和室Ａ 160円 220円 220円

和室Ｂ 160円 220円 220円

和室Ｃ 160円 220円 220円

会議室 330円 440円 440円

加子母公民

館 

ホール 舞台を使用する場合 1,980円 2,640円 2,640円

舞台を使用しない場合 1,150円 1,540円 1,540円

第１研修室 330円 440円 440円

第２研修室 330円 440円 440円

生活研修室 820円 1,100円 1,100円

和室Ａ 160円 220円 220円

和室Ｂ 160円 220円 220円

大会議室 820円 1,100円 1,100円

小会議室 160円 220円 220円

付知公民館大会議室 1,150円 1,540円 1,540円

トレーニング室 1,320円 1,760円 1,760円

小会議室Ａ 490円 660円 660円

小会議室Ｂ 330円 440円 440円

福岡公民館ホール 1,650円 2,200円 2,200円

相談室 160円 220円 220円

第１会議室 160円 220円 220円

第２会議室 330円 440円 440円

視聴覚室 490円 660円 660円

和室 490円 660円 660円

研修室 660円 880円 880円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

蛭川公民館ホール 舞台を使用する場合 3,460円 4,620円 4,620円
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舞台を使用しない場合 1,150円 1,540円 1,540円

大会議室１ 330円 440円 440円

大会議室２ 330円 440円 440円

中会議室 160円 220円 220円

小会議室１ 160円 220円 220円

小会議室２ 160円 220円 220円

リハーサル室 490円 660円 660円

シャワー室（１回につき） 550円

備考 

１ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分（山口公民館、坂下公民館、川上公

民館、加子母公民館、付知公民館、福岡公民館及び蛭川公民館は午後１０

時）までをいう。 

２ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。 

３ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

別表第２（第１条、第２条関係） 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

延長時

間１時

間につ

き 

冷暖房

料金１

時間に

つき 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで

午後６

時から

午後９

時３０

分まで

午 前 ９

時 か ら

午 後 ９

時 ３ ０

分まで 

中津川

市東美

濃ふれ

あいセ

ンター

歌舞伎ホール 平日 8,800

円

14,300

円

17,600

円

38,660

円

4,070

円

9,460

円

土曜日、

日曜日及

び休日 

12,100

円

22,000

円

27,500

円

58,520

円

6,160

円
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リハーサル室 2,860

円

3,630

円

4,290

円

10,240

円

1,070

円

440円

楽屋１ 550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

楽屋２ 550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

楽屋３ 550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

楽屋４ 550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

楽屋５ 550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

楽屋６ 770円 880円 1,210

円

2,710円 280円 220円

楽屋７ 1,100

円

1,320

円

1,760

円

3,970円 410円 220円

ワークルーム１ 990円 1,100

円

1,430

円

3,340円 350円 220円

ワークルーム２ 1,100

円

1,320

円

1,760

円

3,970円 410円 220円

応接室 880円 990円 1,320

円

3,030円 310円 220円

研修室１ 1,100

円

1,320

円

1,760

円

3,970円 410円 220円

研修室２ 1,100

円

1,320

円

1,760

円

3,970円 410円 220円

研修室３ 1,100

円

1,320

円

1,760

円

3,970円 410円 220円

多目的

アリー

ナ 

入場料

を徴収

しない

場合 

スポーツ

に使用（

照明６０

０ルクス

を含む。

） 

8,360

円

11,550

円

11,550

円

31,460

円

3,140

円

15,730

円
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スポーツ

以外に使

用（照明

６００ル

クスを含

む。） 

16,720

円

23,100

円

23,100

円

62,920

円

6,290

円

15,730

円

入場料

を徴収

する場

合 

スポーツ

に使用（

照明６０

０ルクス

を含む。

） 

34,540

円

46,090

円

46,090

円

126,720

円

12,670

円

15,730

円

スポーツ

以外に使

用（照明

６００ル

クスを含

む。） 

51,370

円

68,090

円

68,090

円

187,550

円

18,750

円

15,730

円

附属設備 別に市長が定める額 

備考 

１ 多目的アリーナ以外の施設を主として使用する場合において、入場料又

はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収する場合は、使

用の許可を受けた施設の使用料（延長時間に係る使用料、冷暖房料金及び

附属設備の使用料を除く。以下「施設使用料」という。）に次の額を加算

する。 

(１) 入場料等の最高額が1,000円以下 施設使用料の１割に相当する額 

(２) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで 施設使用料の３割

に相当する額 

(３) 入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円まで 施設使用料の５割
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に相当する額 

(４) 入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円まで 施設使用料の１０

割に相当する額 

(５) 入場料等の最高額が5,000円を超え6,000円まで 施設使用料の１５

割に相当する額 

(６) 入場料等の最高額が6,000円を超えるとき 施設使用料の２０割に

相当する額 

２ 入場料等を徴収しない場合において、歌舞伎ホールを主として使用する

とき、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するものその他こ

れらに準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、施設使用料の１割

に相当する額を施設使用料に加算する。 

３ 営利を目的として設立した団体等が歌舞伎ホール又は多目的アリーナ以

外の施設を使用する場合は、施設使用料の２０割に相当する額を施設使用

料に加算する。 

４ 多目的アリーナの床面積の２分の１以下、３分の２以下又は３分の１以

下を専用使用する場合の施設使用料は、施設使用料のそれぞれ２分の１、

３分の２又は３分の１に相当する額とし、延長時間に係る使用料について

も同様とする。 

５ 使用者が歌舞伎ホールをリハーサルに使用する場合の施設使用料は、施

設使用料の１００分の４０に相当する額とし、準備等に使用する場合の施

設使用料は、施設使用料の１００分の３０に相当する額とする。 

６ 使用者が多目的アリーナを練習、準備等に使用する場合の施設使用料は

、施設使用料の１００分の３０に相当する額とする。 

７ 本市の住民又は団体以外の者が使用する場合は、施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

８ 本市の住民又は団体が冷暖房を使用する場合の冷暖房料金は、この表に

定める冷暖房料金の１００分の６０に相当する額とする。 

９ 延長時間は、教育委員会が特別な理由があると認める場合を除き、１時

間以内とし、延長時間を算定する場合に、１時間未満の端数があるときは

、これを１時間に切り上げるものとする。 
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１０ 前各項において10円未満の端数があるときは、各項ごとに端数金額を

切り捨てる。 

１１ 使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時

間を含むものとする。 

１２ この表において平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、

休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条

に規定する休日をいう。 

別表第３（第１条、第２条関係） 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

延長時間

１時間に

つき 

冷暖房料

金１時間

につき 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から午後

９時３０

分まで 

中津川

市中津

川文化

会館 

ホール 平日 8,800円14,300円17,600円38,660円 4,070円 9,460円

土曜日

、日曜

日及び

休日 

12,100円22,000円27,500円58,520円 6,160円床暖房の

みの場合

は3,190

円

多目的研修室 1,980円 2,530円 2,970円 7,100円 740円 220円

１―１会議室（

第１楽屋） 

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

１―２会議室（

第２楽屋） 

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

１―３会議室（

第３楽屋） 

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

小会議室 1,650円 1,870円 2,090円 5,320円 560円 220円

２―１会議室 1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

２―２会議室 1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

２―３会議室 1,430円 1,760円 1,870円 4,800円 500円 220円
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２―５会議室 1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

ロビー 1,430円 1,760円 1,870円 4,800円 500円 220円

応接室 770円 880円 1,100円 2,610円 270円 220円

附属設備 別に市長が定める額 

備考 

１ 施設を使用する場合において、入場料又はこれに類するもの（以下「入

場料等」という。）を徴収する場合は、使用の許可を受けた施設の使用料

（延長時間に係る使用料、冷暖房料金及び附属設備の使用料を除く。以下

「施設使用料」という。）に次の額を加算する。 

(１) 入場料等の最高額が1,000円以下 施設使用料の１割に相当する額 

(２) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで 施設使用料の３割

に相当する額 

(３) 入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円まで 施設使用料の５割

に相当する額 

(４) 入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円まで 施設使用料の１０

割に相当する額 

(５) 入場料等の最高額が5,000円を超え6,000円まで 施設使用料の１５

割に相当する額 

(６) 入場料等の最高額が6,000円を超えるとき 施設使用料の２０割に

相当する額 

２ 入場料等を徴収しない場合において、ホールを主として使用するとき、

会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するものその他これらに

準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、施設使用料の１割に相当

する額を施設使用料に加算する。 

３ 営利を目的として設立した団体等がホール以外の施設を使用する場合は

、施設使用料の２０割に相当する額を施設使用料に加算する。 

４ 使用者がホールをリハーサルに使用する場合の施設使用料は、施設使用

料の１００分の４０に相当する額とし、準備等に使用する場合の施設使用

料は、施設使用料の１００分の３０に相当する額とする。 
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５ 本市の住民又は団体以外の者が使用する場合は、施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

６ 本市の住民又は団体が冷暖房を使用する場合の冷暖房料金は、この表に

定める冷暖房料金の１００分の６０に相当する額とする。 

７ 延長時間は、教育委員会が特別な理由があると認める場合を除き、１時

間以内とし、延長時間を算定する場合に、１時間未満の端数があるときは

、これを１時間に切り上げるものとする。 

８ 前各項において10円未満の端数があるときは、各項ごとに端数金額を切

り捨てる。 

９ 使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時間

を含むものとする。 

１０ この表において平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、

休日とは、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をいう。 

別表第４（第１条、第２条関係） 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

福岡ふれ

あい文化

センター

ホール 5,230円 5,230円 5,230円 15,700円

郷土芸能伝承室 1,040円 1,040円 1,570円 3,660円

オープンギャラ

リー 

1,040円 1,040円 1,040円 3,130円

ＡＶルーム 520円 520円 1,040円 2,100円

地域間交流室 520円 520円 1,040円 2,100円

楽屋 520円 520円 1,040円 2,100円

附属設備 別に市長が定める額 

備考 

１ 施設を使用する場合において、入場料又はこれに類するもの（以下「入

場料等」という。）を徴収する場合は、使用の許可を受けた施設の使用料
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（附属設備の使用料を除く。以下「施設使用料」という。）に次の額を加

算する。 

(１) 入場料等の最高額が1,000円以下 施設使用料の１割に相当する額 

(２) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで 施設使用料の３割

に相当する額 

(３) 入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円まで 施設使用料の５割

に相当する額 

(４) 入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円まで 施設使用料の１０

割に相当する額 

(５) 入場料等の最高額が5,000円を超え6,000円まで 施設使用料の１５

割に相当する額 

(６) 入場料等の最高額が6,000円を超えるとき 施設使用料の２０割に

相当する額 

２ 入場料等を徴収しない場合において、ホールを主として使用するとき、

会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するものその他これらに

準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、施設使用料の１割に相当

する額を施設使用料に加算する。 

３ 営利を目的として設立した団体等がホール以外の施設を使用する場合は

、施設使用料の２０割に相当する額を施設使用料に加算する。 

４ 本市の住民又は団体以外の者が使用する場合は、施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

５ 冷暖房を使用する場合において、ホールを使用するときは施設使用料の

５割に相当する額を、ホール以外を使用するときは施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

６ 使用時間を延長する場合は、教育委員会が特別な理由があると認める場

合を除き、１時間以内（延長時間を算定する場合に、１時間未満の端数が

あるときは、３０分未満は切り捨て、３０分以上は１時間に切り上げるも

のとする。）とし、施設使用料の２割に相当する額を施設使用料に加算す

る。 

７ 楽屋の施設使用料の額は、ホールと併用した場合に限り、施設使用料の
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２分の１に相当する額とする。 

８ 前各項において10円未満の端数があるときは、各項ごとに端数金額を切

り捨てる。 

９ 使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時間

を含むものとする。 

別表第５（第１条、第２条関係） 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

アートピア付

知交芸プラザ

ホール 5,230円 5,230円 5,230円 15,700円

展示室（１階１） 1,040円 1,040円 1,570円 3,660円

展示室（１階２） 1,040円 1,040円 1,570円 3,660円

展示室（２階） 1,040円 1,040円 1,570円 3,660円

楽屋（和室１） 520円 520円 1,040円 2,100円

楽屋（和室２） 520円 520円 1,040円 2,100円

楽屋（洋室） 520円 520円 1,040円 2,100円

リハーサル室 520円 520円 1,040円 2,100円

舞台 520円 520円 1,040円 2,100円

附属設備 別に市長が定める額 

備考 

１ 施設を使用する場合において、入場料又はこれに類するもの（以下「入

場料等」という。）を徴収する場合は、使用の許可を受けた施設の使用料

（附属設備の使用料を除く。以下「施設使用料」という。）に次の額を加

算する。 

(１) 入場料等の最高額が1,000円以下 施設使用料の１割に相当する額 

(２) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで 施設使用料の３割

に相当する額 

(３) 入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円まで 施設使用料の５割
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に相当する額 

(４) 入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円まで 施設使用料の１０

割に相当する額 

(５) 入場料等の最高額が5,000円を超え6,000円まで 施設使用料の１５

割に相当する額 

(６) 入場料等の最高額が6,000円を超えるとき 施設使用料の２０割に

相当する額 

２ 入場料等を徴収しない場合において、ホールを主として使用するとき、

会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するものその他これらに

準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、施設使用料の１割に相当

する額を施設使用料に加算する。 

３ 営利を目的として設立した団体等がホール以外の施設を使用する場合は

、施設使用料の２０割に相当する額を施設使用料に加算する。 

４ 本市の住民又は団体以外の者が使用する場合は、施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

５ 冷暖房を使用する場合において、ホールを使用するときは施設使用料の

５割に相当する額を、ホール以外を使用するときは施設使用料の３割に相

当する額を施設使用料に加算する。 

６ 使用時間を延長する場合は、教育委員会が特別な理由があると認める場

合を除き、１時間以内（延長時間を算定する場合に、１時間未満の端数が

あるときは、３０分未満は切り捨て、３０分以上は１時間に切り上げるも

のとする。）とし、施設使用料の２割に相当する額を施設使用料に加算す

る。 

７ 楽屋（和室１）及び楽屋（和室２）の施設使用料の額は、ホールと併用

した場合に限り、施設使用料の２分の１に相当する額とする。 

８ 結婚式に会場を使用する場合の使用料は、20,950円とする。 

９ 前各項において10円未満の端数があるときは、各項ごとに端数金額を切

り捨てる。 

１０ 使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時

間を含むものとする。 
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別表第６（第１条、第２条関係） 

区分 
入館料の額（１人につき） 

個人 団体（１０人以上に限る。）

中津川市苗木遠山史料館 330円 270円

中津川市子ども科学館 330円 270円

中津川市鉱物博物館 330円 270円

中津川市中山道歴史資料館 330円 270円

中津川市東山魁夷心の旅路館 330円 270円

付知ギャラリー 330円 270円

全館共通年間パスポート 1,650円

備考 

１ 博物館等の資料を特別に展示する期間の入館料の額は、この表の入館料

の額の規定にかかわらず、１人につき1,100円の範囲内で市長がその都度

別に定めることができる。 

２ 年間パスポートは、発行の日から１年間有効とする。 

３ 年間パスポートの使用回数は、限定しない。 

別表第７（第１条、第２条関係） 

区分 
午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後６時から午

後１０時まで 

午前９時から午

後６時まで 

明治座 2,100円 2,100円 2,100円 4,200円

明治座楽屋１ 1,050円 1,050円 1,050円 2,110円

明治座楽屋２ 520円 520円 520円 1,050円

常盤座 2,100円 2,100円 2,100円 4,200円

常盤座楽屋 1,050円 1,050円 1,050円 2,110円

備考 

１ 明治座楽屋の設備施設である浴室を利用した場合の使用料は、楽屋使用

料の５割増の額とする。 

２ 入場料又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収する

場合は、使用の許可を受けた施設の使用料に次の額を加算する。 

-30-



(１) 入場料等の最高額が500円を超え1,000円まで 使用料の５割の額 

(２) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで 使用料の１０割の

額 

(３) 入場料等の最高額が2,000円を超えるとき 使用料の２０割の額 

３ 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、使用料の２０割の

額とする。 

別表第８（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 備考 

中津川市民運動場 グラウンド １時間につき 220円

夜間照明施設 ３０分につき 1,540円

中津川市北部体育館 全面 １時間につき 550円

半面 １時間につき 270円

中津川市根の上高原

体育施設 

全面 １時間につき 550円

半面 １時間につき 270円

中津川市トレーニン

グセンター 

ミーティング

ルーム 

午前 330円午前とは午前

９時から正午

まで、午後と

は午後１時か

ら午後５時ま

で、夜間とは

午後６時から

午後９時３０

分までをいう

。 

午後 440円

夜間 440円

和室１ 

和室２ 

午前 160円

午後 220円

夜間 220円

ト レ ー

ニ ン グ

ルーム 

全面 １時間につき 550円

半面 １時間につき 270円

中津川市サンライフ 研修室Ａ 午前 490円

午後 660円

夜間 660円

研修室Ｂ 午前 330円

午後 440円

夜間 440円
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研修室Ｃ 午前 490円

午後 660円

夜間 660円

教養文化室Ａ 午前 330円

午後 440円

夜間 440円

教養文化室Ｂ 午前 160円

午後 220円

夜間 220円

体 育

室 

全面 １時間につき 1,430円

１／３面 １時間につき 550円

トレーニング

室 

１人１回につ

き 

110円

中津川市民プール 小中学校の児

童生徒 

１人１回につ

き 

110円

その他の者（

幼児を除く。

） 

１人１回につ

き 

220円

中津川市落合石畳マ

レットゴルフ場 

マレットゴル

フ場 

１人１日につ

き 

350円

個人使用年間 3,560円

用具貸出（ス

ティック、ボ

ール等） 

１式 200円

中津川市坂下プール 無料

坂下総合

体育館 

体操場 全面 １時間につき 550円使用料の算定

基準は、５名

以上の団体使

用を原則とし

１／２面 １時間につき 170円

１／３面 １時間につき 110円
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剣道場 １時間につき 170円、個人利用の

場合は、午前

・午後をそれ

ぞれ１回とし

、１人１回110

円とする。 

夜間について

は、団体使用

扱いとする。 

冷暖房を使用

する場合は、

使用料の２割

増とする。 

全日とは午前

９時から午後

１０時まで、

午前とは午前

９時から正午

まで、午後と

は午後１時か

ら午後５時ま

で、夜間とは

午後６時から

午後１０時ま

でをいう。 

柔道場 １時間につき 170円

卓球場 １時間につき 170円

トレーニング室 全日 2,200円

午前 520円

午後 730円

夜間 1,100円

研修室 全日 1,100円

午前 520円

午後 630円

夜間 840円

クラブルーム（２階会議

室） 

全日 310円

午前 110円

午後 110円

夜間 210円

特別会議室（３階会議室

） 

全日 520円

午前 210円

午後 310円

夜間 210円

全館 全日 16,190円

午前 5,400円
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午後 5,400円

夜間 7,540円

中津川市

椛の湖総

合グラウ

ンド 

グラウンド １時間につき 310円

夜間照明施設 ３０分につき 1,050円

中津川市

川上運動

公園 

テニスコート １面１時間に

つき 

260円

個人使用年間 2,160円

テニスコート夜間照明施

設 

３０分につき 260円

総合運動場 １時間につき 220円

総合運動場夜間照明施設 ３０分につき 790円

弓道場 個人使用１時

間につき 

110円団体とは、１

０人以上をい

う。 個人使用年間 2,100円

団体占用１時

間につき 

1,050円

管理棟トレーニングルー

ム 

１人１回につ

き 

210円

中津川市

加子母ふ

るさと総

合体育広

場 

グラウンド １時間につき 210円

夜間照明施設 ３０分につき 810円

中津川市

加子母ふ

るさと第

グラウンド １時間につき 210円

-34-



１体育広

場 

中津川市

加子母ふ

るさと第

２体育広

場 

グラウンド １時間につき 210円

夜間照明施設 ３０分につき 810円

中津川市

加子母弓

道場 

弓道場 個人使用１時

間につき 

110円団体とは、１

０人以上をい

う。 個人使用年間 2,100円

団体占用１時

間につき 

1,050円

中津川市

舞台峠テ

ニスコー

ト 

テニスコート １面１時間に

つき 

260円下呂市民の利

用は、本市の

住民扱いとす

る。 

個人使用年間 2,200円

テニスコート夜間照明施

設 

３０分につき 550円

テニス用具 ラケット １回につき 210円

中津川市

付知グラ

ウンド 

グラウンド １時間につき 210円

夜間照明施設 ３０分につき 790円

中津川市

福岡北運

動場 

グラウンド １時間につき 210円

夜間照明施設 ３０分につき 790円

中津川市

蛭川運動

公園グラ

ウンド 

グラウンド １時間につき 160円

夜間照明施設 ３０分につき 1,050円

中津川市テニスコート １面１時間に 110円
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蛭川運動

公園テニ

ス場 

つき 

夜間照明施設 ３０分につき 520円

中津川市

蛭川ひと

つばたご

広場 

多目的広場 夜間１時間に

つき 

330円昼間は、無料

とする。 

備考 

１ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。（夜間照明施設、冷暖房

料及び各施設ごとに規定のある場合を除く。） 

２ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

３ 使用料の額が１時間当たりの額で定められている場合において、当該使

用時間に１時間に満たない端数があるときは、その端数を１時間とし、使

用料の額が３０分当たりの額で定められている場合において、当該使用時

間に３０分に満たない端数があるときは、その端数を３０分として計算す

る。 

４ 営利を目的として使用する場合における使用料の額は、使用料の５倍の

額とする。 

５ 椛の湖総合グラウンド利用の場合において、その利用面積が全面の２分

の１未満のときは、当該使用料の２分の１に相当する額とする。 

６ 蛭川ひとつばたご広場を本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は

、半日1,100円、１日2,200円、夜間１時間550円とする。 

別表第９（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 

苗木公

園 

テニスコート １コート１時間につき 330円

テニスコート夜間照

明施設 

１コート３０分につき 270円
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野球場 １時間につき 770円

野球場夜間照明施設 ３０分につき 1,540円

中津川

公園 

テニスコート １コート１時間につき 440円

テニスコート夜間照

明施設 

１コート３０分につき 270円

多目的広場 全面１時間につき 1,100円

半面１時間につき 550円

３分の１面１時間につき 380円

多目的広場夜間照明

施設 

全面３０分につき 1,540円

半面３０分につき 770円

競技場 トラック・

フィールド

専用使用 

１時間につき 2,860円

トラック・

フィールド

個人使用 

小学校の児童又

は中学校若しく

は高等学校の生

徒 

個人使用料 50円

回数券（１２枚つ

づり） 

550円

その他の者（幼

児を除く。） 

個人使用料 220円

回数券（１２枚つ

づり） 

2,200円

本部室 １時間につき 220円

ミーティン

グルーム 

１時間につき 110円

放送記録室 １時間につき 110円

野球場 グラウンド 小学校の児童又は中学

校若しくは高等学校の

生徒 

１ 時間に

つき 

1,050円

午前 2,640円

午後 3,690円

１日 6,330円
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夜間 2,640円

その他の者（幼児を除

く。） 

１ 時間に

つき 

1,570円

午前 3,930円

午後 5,500円

１日 9,430円

夜間 3,930円

本部室、放

送記録室、

記者室、審

判控室、会

議室及びミ

ーティング

ルーム 

１室につき １ 時間に

つき 

110円

午前 270円

午後 380円

１日 660円

夜間 270円

本部室、放

送記録室、

記者室、審

判控室、会

議室及びミ

ーティング

ルーム冷暖

房設備 

１室につき １ 時間に

つき 

220円

スコアボー

ド 

選手名

表示板

を使用

する場

合 

小学校の児童

又は中学校若

しくは高等学

校の生徒 

１ 時間に

つき 

520円

午前 1,320円

午後 1,840円

１日 3,160円

夜間 1,320円

その他の者（１時間に 1,050円
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幼児を除く。

） 

つき 

午前 2,640円

午後 3,690円

１日 6,330円

夜間 2,640円

選手名

表示板

を使用

しない

場合 

小学校の児童

又は中学校若

しくは高等学

校の生徒 

１ 時間に

つき 

260円

午前 660円

午後 920円

１日 1,580円

夜間 660円

その他の者（

幼児を除く。

） 

１ 時間に

つき 

520円

午前 1,320円

午後 1,840円

１日 3,160円

夜間 1,320円

野球場夜間照明施設 全点灯３０分につき 1,830円

３分の２点灯３０分につき 1,320円

備考 

１ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

１日とは午前９時から午後５時まで、夜間とは午後６時から午後９時まで

をいう。 

２ 使用料の額が１時間当たりの額で定められている場合において、当該使

用時間に１時間に満たない端数があるときは、その端数を１時間とし、使

用料の額が３０分当たりの額で定められている場合において、当該使用時

間に３０分に満たない端数があるときは、その端数を３０分として計算す

る。 

３ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５
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割を増額した使用料を納付しなければならない。 

４ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

５ トラック・フィールド専用使用の場合において入場料又はこれに類する

ものを徴収するときの使用料の額は、次のとおりとする。 

(１) アマチュアスポーツの場合 １時間につき 8,800円 

(２) その他の場合 １時間につき 26,400円 

６ 中津川公園野球場及び中津川公園野球場夜間照明施設使用の場合におい

て入場料又はこれに類するものを徴収するときの使用料の額は、次のとお

りとする。 

(１) アマチュアスポーツで小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の

生徒が使用する場合 冷暖房設備を除く各施設は、表中に示す金額の２

倍に相当する額 

(２) アマチュアスポーツで前号に掲げる者以外の者が使用する場合 冷

暖房設備を除く各施設は、表中に示す金額の３倍に相当する額 

(３) その他の場合 冷暖房設備を除く各施設は、表中に示す金額の１０

倍に相当する額 

別表第１０（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 

付知中央河川公園テニスコート 年間（個人） 2,160円

１面１時間につき 330円

付知中央河川公園テニスコート

夜間照明施設 

薄暮から午後１０時まで 

３０分につき 

520円

備考 

１ 本市の住民以外の者が付知中央河川公園テニスコート（夜間照明施設を

除く。）を使用する場合は、この表に定める使用料の額の５割を増額した

使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 
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３ 夜間照明施設は、３面を同時に照明するため、３面単位とする。 

別表第１１（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 

加子母Ｂ＆Ｇ

海洋センター

付知Ｂ＆Ｇ海

洋センター 

福岡Ｂ＆Ｇ海

洋センター 

アリーナ 

武道場 

会議室 

個人小中学生 ４時間以内 50円

４時間を超える場合 110円

個人高校大学一般４時間以内 110円

４時間を超える場合 210円

団体小中学生 ４時間以内 520円

４時間を超える場合 1,050円

団体高校大学一般４時間以内 1,050円

４時間を超える場合 2,100円

暖房料（加子母）２時間 630円

プール 小中学生 １回につき 110円

高校大学一般 １回につき 210円

高校大学一般（加

子母） 

１回につき 310円

シーズン券 子ども 1,570円

高校大学一般 3,140円

共通回数券 100円券×１５枚 1,030円

備考 

１ 団体とは、１０人以上のグループをいう。 

２ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。ただし、加子母Ｂ＆Ｇ海

洋センターを下呂市民が使用する場合については、この限りではない。 

３ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

別表第１２（第１条、第２条関係） 

区分 利用時間 金額 

舞台峠ド全館 本市の住民及び団体 ３時間につき 2,100円
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ーム 上記以外 １時間につき 2,750円

テニスコート １

コート 

本市の住民及び団体 ３時間につき 730円

上記以外 １時間につき 1,100円

ゲートボールコー

ト １コート 

本市の住民及び団体 ３時間につき 520円

上記以外 １時間につき 770円

照明 全館 本市の住民及び団体 ３時間につき 1,050円

上記以外 １時間につき 1,320円

コート（テニ

ス、ゲートボ

ール共） 

本市の住民及び団体 ３時間につき 420円

上記以外 １時間につき 440円

備考 下呂市民が舞台峠ドームを使用する場合は、本市の住民及び団体が使用

する場合の金額を適用する。 

別表第１３（第１条、第２条関係） 

区分 

全日 午前 午後 夜間 
冷暖房

料金 
宿泊 

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

午 前 ９

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

１ 時 間

につき 

午後３時から翌日

午前１１時まで 

大人 小人 

（中学生

以上） 

（３歳以

上小学生

以下） 

馬

籠

ふ

る

さ

と

学

校 

多目的ルー

ム１（合宿

宿泊室） 

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円

多目的ルー

ム２（合宿

宿泊室） 

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円

多目的ルー

ム３（合宿

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円
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宿泊室） 

多目的ルー

ム４（合宿

宿泊室） 

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円

多目的ルー

ム５（合宿

宿泊室） 

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円

多目的ルー

ム６（合宿

宿泊室） 

960円 330円 440円 440円 220円 7,640円 5,610円

多目的ルー

ム７ 

960円 330円 440円 440円 220円 － 

多目的ルー

ム８ 

960円 330円 440円 440円 220円 － 

宿泊室１ － － － － － 7,640円 5,610円

宿泊室２ － － － － － 7,640円 5,610円

宿泊室３ － － － － － 7,640円 5,610円

交流室 2,890円 990円 1,320円 1,320円 220円 － 

会議室 960円 330円 440円 440円 220円 － 

アリーナ（

全面） 

4,350円 1,480円 1,980円 1,980円 － － 

アリーナ（

半面） 

2,160円 730円 990円 990円 － － 

シャワー室

（１人１回

につき） 

110円

相撲場 960円 330円 440円 440円 － － 

備考 

１ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５
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割を増額した使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

別表第１４（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 

馬籠総合グラウ

ンド 

全面 １時間につき 780円

半面 １時間につき 390円

夜間照明施設 １回につき 3,720円

その他 上記に準じてその都度市長が定める額 

備考 

１ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。（夜間照明施設使用料を

除く。） 

２ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

別表第１５（第１条、第２条関係） 

区分 

全日 １日 １時間 照明施設 

（午前８時

３０分から

午後１０時

まで） 

（午前８時

３０分から

午後５時ま

で） 

（使用１時間

当たり） 

馬籠ふれあ

い広場 

ふれあい広場 15,710円 10,690円 1,570円 110円

ステージ 32,480円 21,370円 3,140円 110円

備考 

１ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。（照明施設使用料を除く

。） 

２ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 
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別表第１６（第１条、第２条関係） 

区分 単位 金額 

東小学校、南小学校、西小

学校、苗木小学校、坂本小

学校、落合小学校、第一中

学校、第二中学校、苗木中

学校、坂本中学校、落合中

学校、阿木中学校及び神坂

中学校 

屋内運動場 １時間につき 550円

阿木小学校、神坂小学校、

第一中学校、苗木中学校、

坂本中学校及び落合中学校

屋外運動場夜間照明施設３０分につき 550円

南小学校及び第一中学校 パソコン室 午前 990円

午後 1,320円

夜間 1,320円

音楽室 午前 660円

午後 880円

夜間 880円

調理室 午前 990円

午後 1,320円

夜間 1,320円

南小学校 多目的室 午前 660円

午後 880円

夜間 880円

東小学校 会議室 午前 660円

午後 880円

夜間 880円

第二中学校 ワークスペース 午前 660円

午後 880円
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夜間 880円

中津川市坂下学校施設 坂下小学校体育館 １時間につき 550円

坂下中学校グラウンド夜

間照明 

３０分につき 550円

中津川市川上学校施設 講堂（体育館） １時間につき 550円

中津川市加子母学校施設 加子母小学校体育館 １時間につき 550円

加子母ふれあいセンター

談話室 

半日 1,100円

１日 2,200円

夜間 1,100円

加子母ふれあいセンター

研修室１ 

半日 2,200円

１日 4,400円

夜間 2,200円

加子母ふれあいセンター

研修室２ 

半日 1,100円

１日 2,200円

夜間 1,100円

加子母中学校体育館 １時間につき 550円

加子母中学校武道場 １時間につき 270円

加子母中学校グラウンド

夜間照明 

３０分につき 550円

中津川市付知町学校施設 付知中学校体育館 １時間につき 550円

付知北小学校体育館 １時間につき 550円

付知南小学校体育館第１

体操場 

１時間につき 550円

付知南小学校体育館第２

体操場 

１時間につき 210円

付知北小学校グラウンド

夜間照明 

３０分につき 550円

付知南小学校グラウンド

夜間照明 

３０分につき 550円
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中津川市福岡学校施設 田瀬小学校体育館 １時間につき 550円

下野小学校体育館 １時間につき 550円

福岡小学校体育館 １時間につき 550円

高山小学校体育館 １時間につき 550円

福岡中学校体育館 １時間につき 550円

高山小学校グラウンド夜

間照明 

３０分につき 550円

福岡中学校グラウンド夜

間照明 

３０分につき 550円

福岡中学校テニスコート

夜間照明 

１回につき 420円

中津川市蛭川学校施設 蛭川小学校体育館 １時間につき 550円

蛭川小学校体育館卓球場１時間につき 210円

蛭川中学校体育館 １時間につき 550円

蛭川中学校グラウンド夜

間照明 

３０分につき 550円

中津川市山口学校施設 山口小学校体育館 １時間につき 550円

山口小学校グラウンド夜

間照明 

３０分につき 420円

中津川市高等学校施設 阿木高等学校体育館 １時間につき 550円

備考 

１ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、加子母ふれあいセンターの夜間使用時間は、

午後６時から午後１０時までとする。 

３ 加子母ふれあいセンターの冷暖房を使用する場合は、この表に定める使

用料の額の５割を増額した使用料を納付しなければならない。 

４ 屋内運動場又は体育館を半面使用する場合の使用料の額は、この表に定

める使用料の額の５割を減額した額とする。 
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５ 中津川市福岡学校施設の使用時間は、午後７時から午後１０時とする。 

６ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。（夜間照明施設、冷暖房

料及び各施設ごとに規定のある場合を除く。） 

７ 第３項、第４項及び前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは

、その端数金額を切り捨てる。 

別表第１７を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条及び第２条の規定は平成３１年４月１日から、第３条の規定

は社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例（

以下「改正条例」という。）の規定は、改正条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用又は入館に係る使用料等について適用し、施行日前の使用又

は入館に係る使用料等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に施設の年間の使用等を認められた者の同

施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。 

４ 第２項の規定にかかわらず、施行日前に発行された施設の回数券等の使用料等

については、なお従前の例による。 
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議第２２号 

中津川市民福祉医療費助成金支給条例の一部改正について 

中津川市民福祉医療費助成金支給条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 児童扶養手当法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市民福祉医療費助成金支給条例の一部を改正する条例 

中津川市民福祉医療費助成金支給条例（昭和４６年中津川市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（助成対象者） 

第３条 市長は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による医療扶助

を受けている者を除き、次の各号のいずれにも該当する者（以下「助成対象者」

という。）の医療費の一部を助成する。 

(１) 本市に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づ

き、住民基本台帳に記録されている者（以下「住民」という。）又は学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第８０条に規定する学校に就学している者若し

くは知的障害者福祉法第１８条及び身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第５条の規定に基づく施設に入所している者であって、その者の保護者

が住民である者 

(２) 社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又

は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者（以下「被保険者」

という。）であって、医療費の一部を負担すべき者 

(３) 次のいずれかに該当する者 

ア 乳幼児等 

イ 重度心身障害者であって次に掲げる者 

(ア) 本人の前年の所得（１月から９月までの間に受ける医療費については

、前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が特別児童扶養手当

等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第６条の政令で定め

る額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本

人の生計を維持するものの前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律第７条の政令で定める額未満である者 

(イ) 災害その他やむを得ない事由により、（ア）に規定する条件に該当す

るに至ったと市長が認める者 

ウ 母子家庭等の母又は児童であって次に掲げる者 
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(ア) 母又は養育者（母がない場合又は母が扶養しない場合において、１８

歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をい

う。以下この号において同じ。）の前年の所得（１月から１０月までの間

に受ける母子医療費については、前々年の所得とする。以下この号におい

て同じ。）が児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号。以下「

施行令」という。）第２条の４第２項に定める額（児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８号）第９条第１項に規定する児童の養育者にあっては

、施行令第２条の４第７項に定める額）未満であり、かつ、１８歳未満の

児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義務者（当該母と生計

を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。）の前年の所

得が施行令第２条の４第８項に定める額未満である者 

(イ) 災害その他やむを得ない事由により、(ア)に規定する条件に該当する

に至ったと市長が認める者 

エ 父子家庭の父又は児童であって次に掲げる者 

(ア) 父の前年の所得（１月から１０月までの間に受ける父子医療費につい

ては、前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が施行令第２条

の４第２項に定める額未満であり、かつ、父の扶養義務者（当該父と生計

を同じくする者に限る。）の前年の所得が施行令第２条の４第８項に定め

る額未満である者 

(イ) 災害その他やむを得ない事由により、(ア)に規定する条件に該当する

に至ったと市長が認める者 

第４条中「社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養

者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による」を削る。 

第７条第３号中「９月３０日」を「１０月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２３号 

中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 老人福祉施設の５施設を用途廃止し、及び使用料を改正するため、この条例を定

めようとする。 
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中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表中津川市山口デイサービスセンター椿苑の項を削る。 

第７条の表中津川市山口在宅介護支援センターの項を削る。 

第１０条の表中津川市山口高齢者ふれあいセンターの項を削る。 

第１３条の表中津川市付知中央ふれあいセンターの項及び中津川市福岡いきが

いサロンの項を削る。 

第２条 中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表を次のように改める。 

別表（第１６条関係） 

１ 老人福祉センター等 

名称 使用料 摘要 

中津川市老人

福祉センター

生活相談室 冷暖房使用料は、室使

用料の１０分の５に相

当する額とする。 

午前９時から正午まで 150円

午後１時から午後５時まで 210円

午前９時から午後５時まで 420円

健康相談室 

午前９時から正午まで 150円

午後１時から午後５時まで 210円

午前９時から午後５時まで 420円

教養娯楽室 

午前９時から正午まで 150円

午後１時から午後５時まで 210円

午前９時から午後５時まで 420円

集会室 

午前９時から正午まで 310円

-53-



午後１時から午後５時まで 420円

午前９時から午後５時まで 840円

中津川市加子

母老人福祉セ

ンター白寿荘

生活相談室 150円／半日半日は４時間未満とす

る。 

１日は４時間以上８時

間未満とする。 

420円／１日

210円／夜間

健康相談室 150円／半日

420円／１日夜間は午後６時から午

後１０時までとする。 210円／夜間

機能回復訓練室 310円／半日調理研修室のガス使用

料は、200円とする。 840円／１日

420円／夜間冷暖房使用料は、室使

用料の１０分の５に相

当する額とする。 

集会室 310円／半日

840円／１日

420円／夜間

教養娯楽室 150円／半日

420円／１日

210円／夜間

調理研修室 310円／半日

840円／１日

420円／夜間

図書室 150円／半日

420円／１日

210円／夜間

中津川市蛭川

高齢者ふれあ

い生きがいづ

くりの家 

会議室 550円／回

作業室 550円／回

調理加工室 550円／回

農産物加工室 550円／回

全館 1,100円／回

２ 地域福祉センター等 
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名称 使用料 摘要 

中津川市地域

福祉センター

ゆうらく苑 

研修室等無料 

中津川市坂下

福祉センター

多目的集会室 310円／時間

第一ボランティア室 110円／時間

第二ボランティア室 110円／時間

研修室 110円／時間

第一集会室 110円／時間

第二集会室 110円／時間

一般浴室 310円／回

中津川市川上

保健福祉施設

かたらいの里

浴場（介護浴室を含む。）及び運動浴槽 小学生未満は、浴場

及び運動浴槽を無料

とし、小学生又は中

学生は220円とする。

440円／回

回数券 4,400円（11回分）

10,000円（33回分）

中津川市付知

福祉センター

生活相談室 220円／回１回は４時間までと

し、４時間以上は２

回とする。 

健康相談室 440円／回

集会室(１) 440円／回

集会室(２) 440円／回冷暖房使用料は、室

使用料の１０分の５

に相当する額とする

。 

教養娯楽室 220円／回

図書室 
220円／回

中津川市付知

東ふれあいセ

ンター 

デイルーム（Ａ） 440円／回１回は４時間までと

し、４時間以上は２

回とする。 

冷暖房使用料は、室

使用料の１０分の５

に相当する額とする

。 

デイルーム（Ｂ） 440円／回

談話室 220円／回

中津川市付知

南ふれあいセ

ンター 

調理室 440円／回

中津川市付知
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北ふれあいセ

ンター 

中津川市福岡

健康増進施設

ほっとサロン

浴場（介護浴室を含む。）及び運動浴槽 小学生未満は、浴場

及び運動浴槽を無料

とし、小学生又は中

学生は220円とする。

440円／回

回数券 4,400円（11回分）

10,000円（33回分）

中津川市高山

いきがいサロ

ン 

無料 

中津川市蛭川

福祉センター

大集会室 330円／時間入浴料金を支払った

者の空室使用は、無

料とする。 

第一集会室 110円／時間

第二集会室 110円／時間

研修室 110円／時間

入浴 310円／回

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成３１年４月１日から、第２条の規定は社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の中津川市老人福祉施設等の設置等に関する条例（

以下「改正条例」という。）の規定は、改正条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に発行した中津川市川上保健福祉施設かた

らいの里及び中津川市福岡健康増進施設ほっとサロンの使用に係る回数券は、発

行の日から平成３２年３月３１日までの使用に限り、従前の例によりその効力を

有する。 
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４ 第２項の規定にかかわらず、施行日前に中津川市川上保健福祉施設かたらいの

里の使用に係る年会員となった者の同施設の使用については、会員となった日か

ら平成３２年３月３１日までの使用に限り、従前の例によりその効力を有する。 
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議第２４号 

中津川市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 中津川市新公立病院改革プランに基づき、病院機能を再編するため、この条例を定めよ

うとする。 
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中津川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

中津川市病院事業の設置等に関する条例（昭和４２年中津川市条例第２４号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「医療」の次に「及び国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８２条

第１項に規定する事業」を加える。 

第２条第２項の表国民健康保険坂下病院の項を次のように改める。 

中津川市国民健康

保険坂下診療所 

中津川市坂下７

２２番地１ 

(１) 内科 

(２) 眼科 

(３) 小児科 

(４) 整形外科 

(５) 泌尿器科 

(６) 耳鼻いんこう科 

療養病床１９床 

中津川市坂下７

１４番地３ 

訪問看護ステーション

ほほえみ 

坂下老人保健施設 中津川市坂下７

２２番地１ 

 入所８０床 

通所４床 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （中津川市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

２ 中津川市職員特殊勤務手当支給条例（平成元年中津川市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第５号中「国民健康保険坂下病院」を「中津川市国民健康保険坂下診療所」に

改める。 

 （中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

３ 中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例（昭和５８年

中津川市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第２号を次のように改める。 
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(２) 中津川市国民健康保険坂下診療所 

第４条第１項中「総合病院中津川市民病院の」及び「、国民健康保険坂下病院の入院

患者にあっては毎月１日から１５日及び１６日から月末までのものをそれぞれ納入通知

書に定める期限までに」を削り、同条第２項中「国民健康保険坂下病院介護療養型医療

施設及び」を削る。 

 （中津川市医療職員修学資金貸付条例の一部改正） 

４ 中津川市医療職員修学資金貸付条例（平成２９年中津川市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条中「国民健康保険坂下病院」を「中津川市国民健康保険坂下診療所」に改める。 
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議第２５号 

中津川市墓地の設置等に関する条例の一部改正について 

中津川市墓地の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 合葬施設を整備するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市墓地の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

中津川市墓地の設置等に関する条例（昭和３０年中津川市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「市有」を削り、「墓地」の次に「（墓所及び合葬施設をいう。以下同 

じ。）」を加える。 

第２条第１項中「市有」及び「（以下「墓地」という。）」を削る。 

第３条中「次の事項を記載した使用願いを」及び「に提出してそ」を削り、同条

各号を削る。 

第４条の見出し中「墓地」を「墓所」に改め、「面積」を削り、同条中「墓地」を

「墓所」に改め、「面積」を削り、「につき」の次に「一区画とし、」を加える。 

第５条（見出しを含む。）、第６条の２及び第１０条第２項中「墓地」を「墓所

」に改める。 

第１４条中「移転」の次に「し、処分」を加える。 

別表中「別表」を「別表（第６条関係）」に改め、同表に次のように加える。 

合葬墓 焼骨一体につき ５万円

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第２６号 

中津川市国民健康保険条例の一部改正について 

中津川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

中津川市国民健康保険条例（昭和３４年中津川市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１７条の６中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

第２１条第１項中「５８万円」を「６１万円」に改め、同項第２号中「２７万５

千円」を「２８万円」に改め、同項第３号中「５０万円」を「５１万円」に改め、

同条第３項及び第４項中「５４万円」を「６１万円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の中津川市国民健康保険条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。 
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議第２７号 

中津川市犯罪被害者等支援条例の制定について 

中津川市犯罪被害者等支援条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、犯罪被害者等が安全で安心して暮ら

せる地域社会を実現するため、この条例を定めようとする。 
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    中津川市犯罪被害者等支援条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以下「法

」という。）に基づき、犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、市、市民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、犯

罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に少しでも寄

り添いながら犯罪被害者等の権利利益を保護し、市民が安全で安心して暮らせる

地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

 (２) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った被害者及びその家族又は遺族をい

う。 

 (３) 関係機関等 国、岐阜県その他の関係機関及び犯罪被害者等に対する支援

を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関する者をいう。 

 (４) 事業者 次に掲げる者その他の事業を行う者をいう。 

  ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 

  イ 犯罪被害者等を雇用する者 

 (５) 二次的被害 犯罪等により直接害を被る者のほか、周囲の人々のうわさ若

しくは中傷又は報道機関の報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける

経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪

等に関する二次的な被害をいう。 

 （基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよ

う配慮して行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活

を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び

原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れる
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ことなく行われなければならない。 

３ 市、市民、事業者及び関係機関等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害

することとならないようにするとともに、二次的被害の防止に最大限の配慮をし

なければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援並びに支援を行

う人材の確保及び育成を図るため、必要な施策を策定し、及び実施しなければな

らない。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及

び協力しなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の心情を尊重し、地

域社会で孤立させないよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めな

ければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関

する手続に適切に関与することができるように、その就労及び勤務について、十

分に配慮するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努め

なければならない。 

 （相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

うにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、関係機関

等との連絡調整を図るとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を設置する

とともに、当該窓口に専ら支援を行う者を置くものとする。 

 （経済的負担の軽減等） 
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第８条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を

図るため、支援金の支給等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、犯罪等の被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難とな

った犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な住居の提供等必要な施策を

講ずるものとする。 

 （総合的支援体制の整備） 

第９条 市は、関係機関等と連携及び協力して、犯罪被害者等がどの関係機関等を

起点としても、直面しているさまざまな問題の解決のために必要な支援を受けら

れるよう総合的な支援体制を整備するものとする。 

 （広報及び啓発） 

第１０条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害

の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深

めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。 

 （人材の育成） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪

被害者等の支援を行う人材を育成するための研修等必要な施策を講ずるものとす

る。 

 （意見の反映） 

第１２条 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等、有識者その他

市民からの犯罪被害者等の支援に関する意見、要望等を把握し、市の施策に反映

させるよう努めるものとする。 

 （支援を行わないことができる場合） 

第１３条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を

行わないことができる。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

-68-



議第２８号 

中津川市地域まちづくり活動推進条例の制定について 

中津川市地域まちづくり活動推進条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力あるまちづくり活動を推進する

ため、この条例を定めようとする。 
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   中津川市地域まちづくり活動推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地域まちづくり活動について、基本理念及び基本となる事項

を定めることにより、地域の特性を踏まえた地域の自主・自立化による持続可能

な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地域まちづくり活動を推進すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (１) 地域 次に掲げるものをいう。 

ア 総合事務所が所在する地区 

イ 地域事務所が所在する地区。ただし、中津地区においては、東、南及び西

地区をそれぞれ一つの地域とする。 

ウ 前に掲げるもののほか、市長が適当と認める区域 

(２) 地域住民 次に掲げる者をいう。 

ア 当該地域に居住し、通勤し、又は通学する者 

イ アに掲げる者で構成される団体 

ウ 当該地域に事務所を有する法人その他の団体（イの団体を除く。） 

 (３) 地域コミュニティ 一定の区域における地域住民の相互のつながりを基礎

とする地域社会をいう。 

 (４) 地域まちづくり活動 地域住民同士又は地域住民及び市が協働して自主的

かつ自発的に活動を行い、地域住民が暮らし、又は活動している地域を魅力と

活力あるものにしていく諸活動をいう。 

 (５) 地域まちづくり協議会 地域住民等を構成員とし、原則として地域単位で

設立され、地域まちづくり活動を行う団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 地域住民と市は、次に掲げる基本理念に基づき、活気あふれる地域まちづ

くり活動を推進するものとする。 

 (１) 地域住民が自発的かつ主体的に地域まちづくり活動に取り組むこと。 
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 (２) 地域住民は、まちづくりの担い手として、地域の特性を活かした地域まち

づくり活動に参画する権利を有すること。 

 (３) 地域住民及び市の双方が目的を共有し、互いに対等な立場で認め合い、連

携・協力すること。 

（市の役割） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、地域住民の自主性を尊重しつつ

、地域まちづくり活動の推進に関して、必要な施策を実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たり、地域住民の意見を反映するよう努めるもの

とする。 

３ 市は、地域住民が地域まちづくり活動を円滑に推進するために、連携・協力を

行うものとする。 

（地域住民の役割） 

第５条 地域住民は、第３条に規定する基本理念に基づき、地域まちづくり活動の

主体として参画し、自ら地域の生活環境に対する関心を高めるとともに、相互に

協力し、創意工夫により地域まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。 

（地域まちづくり協議会の役割） 

第６条 地域まちづくり協議会が地域の活性化に向けた活動を行う際の役割は、次

に掲げる事項を基本とする。 

 (１) 歴史、文化、観光、農林業、地場産業、防災等における地域の特性を生か

した主体的な活動を推進すること。 

 (２) 地域住民に活動が理解されるよう努め、参画しやすく透明性の高い運営を

行うこと。 

 (３) 地域住民の郷土愛を育み、次代を担う人材を育成すること。 

 (４) 地域住民が相互に和と絆を深めるための交流を促進すること。 

 (５) 地域の内外で活動する団体等と相互に連携すること。 

（設置の届出） 

第７条 新たに地域まちづくり協議会を設置するときは、市長に届け出るものとす

る。 

（市の支援） 

第８条 市は、地域まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うよう努める

-71-



ものとする。 

(１) 地域まちづくり活動に関する財政的支援 

(２) 次代を担う人材の育成に関する支援 

(３) 地域まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２９号 

中津川市市営住宅条例の一部改正について 

中津川市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 市営住宅の一部を廃止するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市市営住宅条例の一部を改正する条例 

中津川市市営住宅条例（平成９年中津川市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

別表大平団地の項及び神坂団地の項を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３０号 

中津川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改

正について 

中津川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 学校教育法及び技術士法施行規則の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を

改正する条例 

中津川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４年

中津川市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を含む

。）」を、「した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修

了した後）」を加え、同条第６号中「よる」を「基づく」に改め、同条第８号中「

又は水道環境」を削る。 

第４条第２号中「した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した後）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業した者」の次に

「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」を加え、同条第

４号中「卒業した」の次に「（当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学

の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場

合を含む。）」を、「同条第３号に規定する学校の卒業者」の次に「（専門職大学

前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１

項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって

、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の中津川市

水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第３条第８号の適用に

ついては、同法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係る

ものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したも

のとみなす。 
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議第３１号 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備について 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように

制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律等の施行に伴い、この条例を定めようとする。 
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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（中津川市川上有線放送施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 中津川市川上有線放送施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項及び第８条の２第１項中「２５，７１０円」を「２６，１９０円

」に改める。 

第９条第１項の表中「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「３，０８０円

」を「３，１４０円」に、「５１０円」を「５２０円」に改め、同条第２項の表

中「１，０３０円」を「１，０５０円」に、「２，０６０円」を「２，１００円

」に改める。 

（中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例の一部

改正） 

第２条 中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例（

昭和５８年中津川市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

「            「 

別表中            を            に改める。 

                」            」 

（中津川市火葬場の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 中津川市火葬場の設置等に関する条例（昭和３９年中津川市条例第１０号

）の一部を次のように改正する。 

  別表中「６２０円」を「６３０円」に改める。 

 （中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第４条 中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５３年中津川市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

  別表生活系一般廃棄物の部し尿の項中「２１０円」を「２１４円」に改める。 

 （中津川市農業研修センターの設置等に関する条例の一部改正） 

1,029円

2,057円

1,029円

3,086円

円

1,048円

2,095円

1,048円

3,143円

円
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第５条 中津川市農業研修センターの設置等に関する条例（昭和５６年中津川市条

例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項を次のように改める。 

 ２ 市長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料等を減額し、又は免

除することができる。 

  別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

ホール 1,650円 2,200円 2,200円

２－１学習室 330円 440円 440円

２－２学習室 330円 440円 440円

２－３学習室 160円 220円 220円

和室 490円 660円 660円

料理実習室 820円 1,100円 1,100円

相談室 160円 220円 220円

備考 

１ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後から５時ま

で、夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

２ 本市の住民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の額の５

割を増額した使用料を納付しなければならない。 

３ 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

り捨てる。 

（中津川市蛭川研修センターの設置等に関する条例の一部改正） 

第６条 中津川市蛭川研修センターの設置等に関する条例（平成１７年中津川市条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改める。 

  第８条第１項第３号中「その他」の前に「偽り」を加える。 

別表を次のように改める。 
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別表（第６条関係） 

名称 単位 金額 

第１会議室 １回（４時間以内）につき 1,100円

第２会議室 １回（４時間以内）につき 1,100円

大会議室（第１、第２） １回（４時間以内）につき 2,200円

研修室（和室） １回（４時間以内）につき 1,100円

（中津川市中の島公園ふれあい施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第７条 中津川市中の島公園ふれあい施設の設置等に関する条例（平成８年中津川

市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第４項を次のように改める。 

４ 指定管理者は、規則で定める特別な理由があるときは、第１項の利用料金を

減額し、又は免除することができる。 

  別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

１ 総合交流ターミナル施設 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

体験実習室 舞台を使用する

場合 

全面 3,300円 4,400円 4,400円

半面 2,140円 2,860円 2,860円

舞台を使用しな

い場合 

全面 1,810円 2,420円 2,420円

半面 990円 1,320円 1,320円

料理体験室 990円 1,320円 1,320円

研修室 330円 440円 440円

備考 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

２ 宿泊施設 

区分 単位 金額 

コテージ １棟１泊につき 13,200円

休憩１棟１時間につき 1,320円
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センターコテージ １室１泊につき 16,500円

休憩１室１時間につき 1,650円

テント用敷地 １張１泊につき 1,650円

備考 

１ １泊とは、午後３時から翌日の午前１０時までに行われた利用をいう。 

２ 休憩する場合の使用時間は、午前１１時から午後２時までの間とする。 

３ 前項の場合において、当該使用時間に１時間に満たない端数があるとき

は、その端数を１時間として計算する。 

４ ２泊以上継続して滞在する場合の到着日及び出発日を除く滞在期間中の

休憩については、無料とする。 

（中津川市かわうえ自然休養村管理センターの設置等に関する条例の一部改正） 

第８条 中津川市かわうえ自然休養村管理センターの設置等に関する条例（平成１

７年中津川市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改める。 

  第６条第１項第３号中「その他」の前に「偽り」を加える。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第５条関係） 

区分 
金額 

半日 １日 夜間 宿泊 

多目的ホー

ル 

3,300円 6,600円 4,400円 １人 

1,650円

会議室 1,650円 3,300円 2,200円

研修救護室 1,650円 3,300円 2,200円 １人 

1,650円

全館 5,500円 11,000円 7,700円

備考 

１ 半日とは４時間未満とし、１日とは４時間以上８時間未満とし、夜間と

は午後６時から午後１０時までとする。 

２ 冷暖房を使用するときの使用料は、１時間2,200円とする。 
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３ 市外使用者は、冷暖房料を除き、各区分（宿泊料を除く。）の使用料を

５割増額とする。 

（中津川市生活改善センターの設置等に関する条例の一部改正） 

第９条 中津川市生活改善センターの設置等に関する条例（昭和４８年中津川市条

例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項を次のように改める。 

 ２ 市長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料等を減額し、又は免

除することができる。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

料理実習室 490円 660円 660円

集会室１ 330円 440円 440円

集会室２ 330円 440円 440円

農事相談室 330円 440円 440円

閲覧室 160円 220円 220円

備考 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

（中津川市地域振興センターの設置等に関する条例の一部改正） 

第１０条 中津川市地域振興センターの設置等に関する条例（昭和５８年中津川市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項を次のように改める。 

 ２ 市長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料等を減額し、又は免

除することができる。 

  別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 
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ホール 490円 660円 660円

研修室 330円 440円 440円

共同加工実習室 330円 440円 440円

保健相談室 160円 220円 220円

備考 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

（中津川市蛭川活性化センターの設置等に関する条例の一部改正） 

第１１条 中津川市蛭川活性化センターの設置等に関する条例（平成２１年中津川

市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改める。 

  第７条第１項第３号中「その他」の前に「偽り」を加える。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

区分 
金額 

午前 午後 夜間 

会議室 330円 440円 440円

調理実習室 990円 1,320円 1,320円

備考 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、

夜間とは午後６時から午後１０時までをいう。 

（中津川市川上地域特産品生産施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１２条 中津川市川上地域特産品生産施設の設置等に関する条例（平成１７年中

津川市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改める。 

  第９条第１項第３号中「その他」の前に「偽り」を加える。 

別表中「８，４７０円」を「８，６３０円」に改める。 

（中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１３条 中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例（平成５年中津川

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項の表を次のように改める。 
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料金 基本料金 従量料金 

種別 汚水量 料金 汚水量 料金 

一般汚水 １０立方メー

トルまで 

2,090円１１立方メートル以

上２０立方メートル

まで 

１立方メートルにつ

き165円 

２１立方メートル以

上５０立方メートル

まで 

１立方メートルにつ

き176円 

５１立方メートル以

上１００立方メート

ルまで 

１立方メートルにつ

き220円 

１０１立方メートル

以上 

１立方メートルにつ

き253円 

公衆浴場 １０立方メー

トルまで 

2,090円１１立方メートル以

上 

１立方メートルにつ

き88円 

（中津川市家畜診療等手数料条例の一部改正） 

第１４条 中津川市家畜診療等手数料条例（昭和３０年中津川市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

区分 種別 単位 金額 

人工授精 授精技術料 牛 １回につき 2,200円

授精証明書 牛 １件につき 220円

出張料 １回につき 1,100円

受精卵採取 牛 １回につき 13,620円

受精卵移植 牛 １回につき 5,240円

発情検査 牛 １回につき 520円

診療 初診料 岐阜県農林関係手数料徴収条例（平成２１年岐阜県

条例第３０号）に規定する額とする。 
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診療 農業災害補償法施行規則により診療その他の行為に

よつて組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林

水産大臣が定める点数等（昭和３０年農林省告示第

７７８号）１の家畜共済診療点数表中、Ｂ種の点数

により算定し、１点の単価を10円とする。ただし、

薬価基準表に記載されていない医薬品を使用する場

合にあっては、当該医薬品の料金については点数に

算入せず実費を徴収する。 

 （中津川市ふれあい牧場の設置等に関する条例の一部改正） 

第１５条 中津川市ふれあい牧場の設置等に関する条例（平成７年中津川市条例第

７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項中「６００円」を「６１０円」に改める。 

（中津川市有機堆肥処理施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１６条 中津川市有機堆肥処理施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川市

条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１，０３０円」を「１，０５０円」に改める。 

（中津川市ふれあいのやかたかしもの設置等に関する条例の一部改正） 

第１７条 中津川市ふれあいのやかたかしもの設置等に関する条例（平成１７年中

津川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第４号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改

める。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

区分 
金額 

半日 １日 夜間 

展示ホール 5,500円 11,000円 5,500円

農林業体験控室Ａ 1,100円 2,200円 1,100円

農林業体験控室Ｂ 1,100円 2,200円 1,100円

研修室（１室当たり） 1,100円 2,200円 1,100円
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舞台（音響設備含む。） 1,100円 2,200円 1,100円

備考 

１ 半日とは４時間未満とし、１日とは４時間以上８時間未満とし、夜間と

は午後６時から午後１０時までとする。ただし、午後１０時以降引き続き

使用するときは、各区分に定める１日の使用料の額を８で除した金額に、

実使用時間数を乗じて得た額を加算する。 

２ 冷暖房を使用するときの使用料は、各区分に定める使用料にその５割を

加算した額とする。 

３ その他必要な事項は、市長が別に定める。 

 （中津川市加子母ふれあいコミュニティセンターの設置等に関する条例の一部改

正） 

第１８条 中津川市加子母ふれあいコミュニティセンターの設置等に関する条例（

平成１７年中津川市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項第２号中「その他」を「前号に掲げるもののほか、」に改める。 

  第６条第３号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、その」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第５条関係） 

区分 
金額 

半日 １日 夜間 

相談室 1,100円 2,200円 1,100円

和室 1,100円 2,200円 1,100円

ボランティアルーム 1,100円 2,200円 1,100円

リフレッシュルーム 1,100円 2,200円 1,100円

料理体験室 1,100円 2,200円 1,100円

山村文化伝承室 1,100円 2,200円 1,100円

多目的ホール 1,100円 2,200円 1,100円

宿泊室 - 2,200円 - 

備考 

１ 半日とは４時間未満とし、１日とは４時間以上８時間未満とし、夜間と
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は午後６時から午後１０時までとする。ただし、午後１０時以降引き続き

使用するときは、各区分に定める１日の使用料の額を８で除した金額に、

実使用時間数を乗じて得た額を加算する。 

２ 冷暖房を使用するときの使用料は、各区分に定める使用料にその５割を

加算した額とする。 

３ その他必要な事項は、市長が別に定める。 

 （中津川市キャンプ場等の設置等に関する条例の一部改正） 

第１９条 中津川市キャンプ場等の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例

第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「団体が使用する」を削る。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

椛の湖自然公園 中津川市坂下２１３８番地１１ 

椛の湖ふれあい村 中津川市上野（椛の湖周辺、松山

地区３２ヘクタール） 

川上一般キャンプ場 中津川市川上１０５７番地４ 

川上教育キャンプ場 中津川市川上１０５７番地４ 

川上国設キャンプ場 中津川市川上１０５７番地４ 

川上緑地管理署（ＹＯＵ・遊館） 中津川市川上１０５７番地４ 

川上広場 中津川市川上１０５７番地４ 

福岡ローマン渓谷オートキャンプ場 中津川市福岡１０１７番地１ 

 別表第２（第６条関係） 

  (１) 椛の湖ふれあい村 

区分 単位 金額 

ウッディーハウス（Ａ） 全日（１泊） 18,700円

１時間 1,050円

ウッディーハウス（Ｂ） 全日（１泊） 9,900円

１時間 630円
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野外ステージ １時間 2,200円

オートキャンプ場 全日（１泊） 4,950円

テニスコート １面（１時間） 840円

シャワー １回（３分間） 100円

体験交流センター浴場 １回 大人 420円

 小人 210円

(２) 椛の湖自然公園 

区分 単位 金額 

展示ギャラリー １日 10,480円

半日 5,240円

会議室 １日 4,190円

１時間 520円

(３) 川上一般キャンプ場及び川上国設キャンプ場 

区分 金額 

川上一般キャンプ場及び川上

国設キャンプ場 

貸ケビン ４畳半 6,810円

貸ケビン ８畳半 11,000円

貸ケビン １４畳 16,760円

広場及びステージ １日 

（川上一般キャンプ場に

限る。） 

33,000円

(４) 川上教育キャンプ場 

区分 金額 

川上教育キャンプ場 貸バンガロー ４畳半 6,280円

貸バンガロー ５畳 6,810円

貸バンガロー ６畳 7,850円

貸バンガロー １２畳 14,660円

(５) 福岡ローマン渓谷オートキャンプ場 

区分 単位 区画料 施設利用料 備考 

テントサ
指定日 3,850円 大人 1,100円

指 定 日
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イト 小学生 550円
は、４月
２９日か
ら５月５
日まで、
７月２０
日から８
月３１日
まで及び
土曜日並
びに祝日
の前日と
する。 

幼児 220円

平日 2,200円 大人 1,100円

小学生 550円

幼児 220円

デイキャ

ンプ 

１回 1,650円 大人 1,100円

小学生 550円

幼児 220円

ロッジ 
１泊 14,300円 大人 1,100円

小学生 550円

幼児 220円

バンガロ

ー 

５人用 １泊 5,500円 大人 1,100円

小学生 550円

幼児 220円

６人用 １泊 7,150円 大人 1,100円

小学生 550円

幼児 220円

バーベキ

ュー場 

６人用 １回 4,400円 炭、網、
鉄板及び
ゴミ等処
分付き 

１０人用 １回 6,600円

（中津川市坂下交流促進施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第２０条 中津川市坂下交流促進施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川市

条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１１，３１０円」を「１１，５２０円」に改める。 

 （中津川市裏木曽花街道センター施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第２１条 中津川市裏木曽花街道センター施設の設置等に関する条例（平成１７年

中津川市条例第７７号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 
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別表（第４条、第５条関係） 

施設名 単位 金額 

裏木曽花街道センター 研修室 １日につき 3,140円

花街道付知楽市楽座 特産品展示室 １区画当たり１月につき 52,380円

（中津川市温泉供給条例の一部改正） 

第２２条 中津川市温泉供給条例（平成６年中津川市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第１項及び第１３条中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に

改める。 

 （中津川市付知峡倉屋温泉施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第２３条 中津川市付知峡倉屋温泉施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川

市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１，０２０円」を「１，０４０円」に改める。 

 （中津川市温泉スタンドの設置等に関する条例の一部改正） 

第２４条 中津川市温泉スタンドの設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。 

  別表中津川市加子母温泉スタンドの項中「２００円」を「２１０円」に改める。 

 （中津川市間ノ根観光栗園等の設置等に関する条例の一部改正） 

第２５条 中津川市間ノ根観光栗園等の設置等に関する条例（平成２７年中津川市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「２，０００円」を「２，０４０円」に改める。 

 （中津川市道路占用料条例の一部改正） 

第２６条 中津川市道路占用料条例（昭和２８年中津川市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２項中「１．０８」を「１．１０」に改める。 

（中津川市駐車場条例の一部改正） 

第２７条 中津川市駐車場条例（昭和５１年中津川市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１を次のように改める。 
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640円

640円

9,930円

3,240円

660円

660円

10,120円

3,300円

別表第１（第５条関係） 

中津川駅前市営駐車場料金表 

区分 料金 

普通駐車料金（午前７時から午後

１１時まで） 

１２０分以内無料 

１２０分を超えるときは、その超える時

間３０分（３０分に満たないときは、３

０分とする。）ごとに100円 

１泊駐車料金（午後９時から翌日

午前８時まで） 

 720円

定期駐車料金 １月につき 7,700円

 （中津川市にぎわいプラザ駐車場の設置等に関する条例の一部改正） 

第２８条 中津川市にぎわいプラザ駐車場の設置等に関する条例（平成２５年中津

川市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「７００円」を「７１０円」に改める。 

（中津川市都市公園条例の一部改正） 

第２９条 中津川市都市公園条例（平成１０年中津川市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

       「          「 

  別表第３中          を          に改める。 

                」          」 

 （中津川市公園の設置等に関する条例の一部改正） 

第３０条 中津川市公園の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例第４９号

）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項を次のように改める。 

 ２ 市長は、規則で定める特別な理由があるときは、使用料等を減額し、又は免

除することができる。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第３条、第６条関係） 

１ 第６条第１項の規定により有料公園施設を使用する場合（加子母福崎公園

使用料） 

区分 使用形態 
使用料 

半日 １日 夜間 

野外ステージ 入場料を徴収する場合 5,500円 11,000円 5,500円

入場料を徴収しない場合 2,200円 3,300円 2,200円

控室のみ 1,100円 2,200円 1,100円

その他広場 入場料を徴収する場合 5,500円 11,000円 5,500円

入場料を徴収しない場合 2,200円 3,300円 2,200円

発電機 640円

備考 半日とは４時間未満、１日とは４時間以上８時間未満、夜間とは午後６

時から午後１０時までとする。 

２ 第３条第１項第１号から第４号に掲げる行為をする場合 

区分 単位 金額 

行商、募金、頒布その他これらに類する

行為

１日につき 660円

業として行う写真の撮影 写真機１台１日につき 660円

業として行う映画の撮影 １日につき 10,120円

競技会、展示会、集会その他これらに類

する催し 

１日につき 3,300円

その他の行為 市長が別に定める額 

３ 第３条第１項第５号により公園を占用する場合 

区分 金額 

電柱類（支線柱及び支柱を含む。） 中津川市道路占用料条例（昭

和２８年中津川市条例第３０

号）第２条及び別表の規定を

準用する。 

変圧塔その他これに類する物及び公衆電話所 

水管、下水道管、その他これらに類する物件 

工事用施設又は工事用材料  
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640円

640円

9,930円

3,240円

660円

660円

10,120円

3,300円

その他のもの 市長が別に定める額 

 （中津川市河川公園の設置等に関する条例の一部改正） 

第３１条 中津川市河川公園の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例第４

８号）の一部を次のように改正する。 

       「          「 

  別表第３中          を          に改める。 

                」          」 

 （中津川市下水道条例の一部改正） 

第３２条 中津川市下水道条例（昭和６３年中津川市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２２条第１項の表を次のように改める。 

料金 基本料金 従量料金 

種別 汚水量 料金 汚水量 料金 

一般汚水 １０立方メ

ートルまで 

2,090円１１立方メートル以上２

０立方メートルまで 

１立方メートルに

つき165円 

２１立方メートル以上５

０立方メートルまで 

１立方メートルに

つき176円 

５１立方メートル以上１

００立方メートルまで 

１立方メートルに

つき220円 

１０１立方メートル以上 １立方メートルに

つき253円 

公衆浴場 １０立方メ

ートルまで 

2,090円１１立方メートル以上 １立方メートルに

つき88円 

 （中津川市個別排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第３３条 中津川市個別排水処理施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川市

条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項の表を次のように改める。 
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210円

210円

170円

170円

210円

220円

220円

170円

170円

220円

料金 基本料金 従量料金 

種別 汚水量 料金 汚水量 料金 

一般汚水 １０立方メ

ートルまで 

2,090円1１立方メートル以上２

０立方メートルまで 

１立方メートルに

つき165円 

２１立方メートル以上５

０立方メートルまで 

１立方メートルに

つき176円 

５１立方メートル以上１

００立方メートルまで 

１立方メートルに

つき220円 

１０１立方メートル以上 １立方メートルに

つき253円 

公衆浴場 １０立方メ

ートルまで 

2,090円１１立方メートル以上 １立方メートルに

つき88円 

（中津川市準用河川占用料等に関する条例の一部改正） 

第３４条 中津川市準用河川占用料等に関する条例（平成１２年中津川市条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「１．０８」を「１．１０」に改める。 

       「          「 

  別表第３中          を          に改める。 

                」          」 

 （中津川市水道事業給水条例の一部改正） 

第３５条 中津川市水道事業給水条例（平成９年中津川市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第３０条第３項の表を次のように改める。 

基本料金 水量料金 

メーターの１か所に１０立方メー１０立方メー２０立方メー５０立方メー
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口径 つき トルまで 

１立方メート

ルにつき

トルを超え２

０立方メート

ルまで 

１立方メート

ルにつき

トルを超え５

０立方メート

ルまで 

１立方メート

ルにつき 

トルを超える

分 

１立方メート

ルにつき 

１３ミリメ

ートル

1,320円 88円 121円 148.5円 176円

２０ミリメ

ートル

1,870円

２５ミリメ

ートル 

5,720円

３０ミリメ

ートル 

9,020円

４０ミリメ

ートル

16,830円

５０ミリメ

ートル 

26,070円

７５ミリメ

ートル

63,690円

１００ミリ

メートル 

110,880円

私設消火栓 火災の場合は無料とし、消防の演習用に使用した場合

は、１消火栓につき１５分ごとに990円とする。 

第３９条第２項の表を次のように改める。 

メーターの口径 金額 

１３ミリメートル 55,000円

２０ミリメートル 110,000円

２５ミリメートル 258,400円

３０ミリメートル 396,000円
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４０ミリメートル 742,400円

５０ミリメートル 1,100,000円

７５ミリメートル 2,970,000円

１００ミリメートル 5,885,000円

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第

１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（中津川市川上有線放送施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 この条例による改正後の中津川市川上有線放送施設の設置等に関する条例

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の加入に係る加

入分担金、改修に係る改修負担金、使用に係る使用料及び広告に係る広告料につ

いて適用し、施行日前の加入に係る加入分担金、改修に係る改修負担金、使用に

係る使用料及び広告に係る広告料については、なお従前の例による。 

（中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用料及び手数料徴収条例の一部

改正に伴う経過措置） 

第３条 この条例による改正後の中津川市病院事業及び国民健康保険診療所等使用

料及び手数料徴収条例の規定は、施行日以後の診療に係る使用料及び手数料につ

いて適用し、施行日前の診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例

による。 

（中津川市火葬場の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 この条例による改正後の中津川市火葬場の設置等に関する条例の規定は、

施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

 （中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 この条例による改正後の中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規

定は、施行日以後の処理に係る手数料等について適用し、施行日前の処理に係る

手数料等については、なお従前の例による。 
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 （中津川市農業研修センターの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 この条例による改正後の中津川市農業研修センターの設置等に関する条例

の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市蛭川研修センターの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 この条例による改正後の中津川市蛭川研修センターの設置等に関する条例

の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市中の島公園ふれあい施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第８条 この条例による改正後の中津川市中の島公園ふれあい施設の設置等に関す

る条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使

用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市かわうえ自然休養村管理センターの設置等に関する条例の一部改正に

伴う経過措置） 

第９条 この条例による改正後の中津川市かわうえ自然休養村管理センターの設置

等に関する条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行

日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市生活改善センターの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 この条例による改正後の中津川市生活改善センターの設置等に関する条

例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に

係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市地域振興センターの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 この条例による改正後の中津川市地域振興センターの設置等に関する条

例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に

係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市蛭川活性化センターの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１２条 この条例による改正後の中津川市蛭川活性化センターの設置等に関する

条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用

に係る使用料については、なお従前の例による。 
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（中津川市川上地域特産品生産施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１３条 この条例による改正後の中津川市川上地域特産品生産施設の設置等に関

する条例の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前

の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第１４条 この条例による改正後の中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関す

る条例の規定は、平成３１年１１月１日以後のメーターの点検に係る使用料から

適用し、平成３１年１１月１日前のメーターの点検に係る使用料については、な

お従前の例による。 

 （中津川市家畜診療等手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１５条 この条例による改正後の中津川市家畜診療等手数料条例の規定は、この

条例の施行日以後の人工授精に係る手数料について適用し、施行日前の人工授精

に係る手数料については、なお従前の例による。 

（中津川市ふれあい牧場の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１６条 この条例による改正後の中津川市ふれあい牧場の設置等に関する条例の

規定は、施行日以後の牧場の利用に係る利用料金及び施設の入場に係る入場料に

ついて適用し、施行日前の牧場の利用に係る利用料金及び施設の入場に係る入場

料については、なお従前の例による。 

（中津川市有機堆肥処理施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１７条 この条例による改正後の中津川市有機堆肥処理施設の設置等に関する条

例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用

に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市ふれあいのやかたかしもの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１８条 この条例による改正後の中津川市ふれあいのやかたかしもの設置等に関

する条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市加子母ふれあいコミュニティセンターの設置等に関する条例の一部改
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正に伴う経過措置） 

第１９条 この条例による改正後の中津川市加子母ふれあいコミュニティセンター

の設置等に関する条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し

、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市キャンプ場等の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２０条 この条例による改正後の中津川市キャンプ場等の設置等に関する条例の

規定は、施行日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前

の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市坂下交流促進施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２１条 この条例による改正後の中津川市坂下交流促進施設の設置等に関する条

例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用

に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市裏木曽花街道センター施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

第２２条 この条例による改正後の中津川市裏木曽花街道センター施設の設置等に

関する条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日

前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市温泉供給条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２３条 この条例による改正後の中津川市温泉供給条例の規定は、施行日以後の

温泉の供給に係る供給加入金及び温泉の使用に係る使用料について適用し、施行

日前の温泉の供給に係る供給加入金及び温泉の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

（中津川市付知峡倉屋温泉施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２４条 この条例による改正後の中津川市付知峡倉屋温泉施設の設置等に関する

条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利

用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

 （中津川市温泉スタンドの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２５条 この条例による改正後の中津川市温泉スタンドの設置等に関する条例の

規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係

る利用料金については、なお従前の例による。 
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 （中津川市間ノ根観光栗園等の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２６条 この条例による改正後の中津川市間ノ根観光栗園等の設置等に関する条

例の規定は、施行日以後の観光栗園への入場に係る入場料について適用し、施行

日前の観光栗園への入場に係る入場料については、なお従前の例による。 

（中津川市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２７条 この条例による改正後の中津川市道路占用料条例の規定は、施行日以後

に許可を受けた占用物件に係る占用料について適用し、施行日前に許可を受けた

占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。 

（中津川市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２８条 この条例による改正後の中津川市駐車場条例の規定は、施行日以後の利

用に係る駐車料金について適用し、施行日前の利用に係る駐車料金については、

なお従前の例による。 

（中津川市にぎわいプラザ駐車場の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第２９条 この条例による改正後の中津川市にぎわいプラザ駐車場の設置等に関す

る条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の

利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３０条 この条例による改正後の中津川市都市公園条例の規定は、施行日以後の

許可に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の許可に係る使用料及

び利用料金については、なお従前の例による。 

（中津川市公園の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３１条 この条例による改正後の中津川市公園の設置等に関する条例の規定は、

施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

（中津川市河川公園の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３２条 この条例による改正後の中津川市河川公園の設置等に関する条例の規定

は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。 

（中津川市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

-100-



第３３条 この条例による改正後の中津川市下水道条例の規定は、平成３１年１１

月１日以後のメーターの点検に係る使用料から適用し、平成３１年１１月１日前

のメーターの点検に係る使用料については、なお従前の例による。 

（中津川市個別排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３４条 この条例による改正後の中津川市個別排水処理施設の設置等に関する条

例の規定は、平成３１年１１月１日以後のメーターの点検に係る使用料から適用

し、平成３１年１１月１日前のメーターの点検に係る使用料については、なお従

前の例による。 

（中津川市準用河川占用料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３５条 この条例による改正後の中津川市準用河川占用料等に関する条例の規定

は、施行日以後に許可を受けた占用物件に係る占用料について適用し、施行日前

に許可を受けた占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。 

（中津川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３６条 この条例による改正後の中津川市水道事業給水条例の規定は、平成３１

年１１月１日以後のメーターの点検に係る給水料から適用し、平成３１年１１月

１日前のメーターの点検に係る給水料については、なお従前の例による。 
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議第３２号 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理につい

て 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 工業標準化法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

（中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 中津川市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例（平成５年中津川市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第２条 中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１１

年中津川市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中津川市個別排水事業受益者分担金徴収に関する条例の一部改正） 

第３条 中津川市個別排水事業受益者分担金徴収に関する条例（平成１７年中津川

市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収に関する条例の一部改

正） 

第４条 中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収に関する条例（平

成１７年中津川市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中津川市公共下水道事業区域外流入受益者負担金及び分担金徴収条例の一部改

正） 

第５条 中津川市公共下水道事業区域外流入受益者負担金及び分担金徴収条例（平

成２１年中津川市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（中津川都市計画下水道事業坂本処理区受益者負担に関する条例の一部改正） 

第６条 中津川都市計画下水道事業坂本処理区受益者負担に関する条例（平成２２

年中津川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 （中津川市火災予防条例の一部改正） 
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第７条 中津川市火災予防条例（昭和３７年中津川市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

附 則 

この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号

）の施行の日から施行する。 
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議第３３号 

中津川市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、次の者を

中津川市公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

恵那市長島町 小倉 忠雄 
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議第３４号 

中津川市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、次の者を

中津川市公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

名古屋市緑区 馬場 啓子 
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議第３５号 

中津川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項

の規定により、次の者を中津川市教育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市花戸町 小栗 仁志 
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議第３６号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市駒場 郷田 惠美 
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議第３７号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市苗木 足立 すま子 
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議第３８号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の者を人

権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

住    所 氏  名 

中津川市下野 丹羽 多壽子 
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議第３９号 

財産の取得について 

中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年中津川市条例第３号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得したいので、議会

の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児  

１ 物件の表示   

   建  物    所  在 中津川市千旦林字坂本１４４６番地１２ 

           種  類 旅館 

           構  造 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺６階建 

           延床面積 １，１０１．９７㎡ 

   建  物    所  在 中津川市千旦林字坂本１４４６番地１２ 

    種  類 会議室 

           構  造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

           延床面積 ８２１．６０㎡ 

２ 取得金額     ９４，９０５，４０１円 

３ 取得の相手方   名古屋市天白区梅が丘五丁目１７０６番地 

           有限会社 ダイゼン 

           代表取締役 安井 弘子 
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議第４０号 

財産の取得について 

中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年中津川市条例第３号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得したいので、議会

の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児  

１ 物件の表示 

所 在 地 地目 面積（平方メートル） 

中津川市千旦林字坂本１４２７番１ 田 ９３１．５５

中津川市千旦林字坂本１４２７番７ 田 ６５１．１１

中津川市千旦林字坂本１４２７番１１ 田 ６２８．６０

中津川市千旦林字坂本１４２７番１２ 田 ８１１．１０

中津川市千旦林字坂本１４０７番１ 田 １，５２６．００

中津川市千旦林字坂本１４０７番４ 田 １，４０８．００

合 計 面 積 ５，９５６．３６

２ 取得金額     ９５，２１８，３５０円        

３ 取得の相手方   中津川市かやの木町２番１号 

中津川市土地開発公社 

理事長 大井 久司 
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議第４１号 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとお

り財産を無償譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

設 備 中津川市情報通信ネットワーク整備事業で構築した 

光ファイバケーブル設備及び付属設備 

地 区 中津川市福岡地区 

中津川市付知地区 

中津川市加子母地区 

２ 譲渡の相手方  岐阜県岐阜市梅ヶ枝町二丁目３１番地 

          西日本電信電話株式会社 岐阜支店 

          支店長 徳升 良弘 
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議第４２号 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとお

り財産を無償譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

   建   物  所 在 中津川市山口２１６６番地２   

          種 類 デイサービスセンター 

          構 造 鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建 

          床面積 ７９２．００㎡ 

建   物  所 在 中津川市山口２１６６番地２   

          種 類 デイサービスセンター 

          構 造 木造かわらぶき平家建 

          床面積 １０７．６５㎡ 

 建   物  所 在 中津川市山口２１６６番地２   

          種 類 車庫 

          構 造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

          床面積 １０８．８６㎡ 

２ 譲渡の相手方  中津川市かやの木町２番５号 

          社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 

          会長 加藤 出  
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３ 譲渡の条件   移譲日から１０年間は、老人デイサービスセンター及び介護予防事

業の用途で使用すること。 

４ 譲渡年月日   平成３１年４月１日 
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議第４３号 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとおり

財産を無償譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

   建   物  所 在 中津川市付知町字野中５８９３番地１   

          種 類 集会所 

          構 造 木造かわらぶき平家建 

          床面積 １６４．５８㎡ 

２ 譲渡の相手方  中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会  

会長 加藤 出 

３ 譲渡の条件   移譲日から１０年間は、介護予防事業の用途で使用すること。 

４ 譲渡年月日   平成３１年４月１日 
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議第４４号 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとおり

財産を無償譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３１年２月２５日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

   建   物  所 在 中津川市福岡字水返６７９番地５ 

          種 類 集会所 

          構 造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

          床面積 １９９．６９㎡ 

２ 譲渡の相手方  中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 

会長 加藤 出 

３ 譲渡の条件   移譲日から１０年間は、介護予防事業の用途で使用すること。 

４ 譲渡年月日   平成３１年４月１日 
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議第４５号 

   工事請負契約の締結について 

 中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

中津川市条例第３号）第２条の規定により、次のとおり工事請負契約を締結したいので、

議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

１ 契約の目的   （仮称）坂本こども園建設工事（建築主体工事） 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 契 約 金 額   ３２８，３２０，０００円 

４ 契約の相手方   中津川市付知町９５９５番地１ 

            株式会社 田口建設 

             代表取締役 田口 秀典
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議第４６号 

   工事請負変更契約の締結について 

 中津川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

中津川市条例第３号）第２条の規定により、次のとおり工事請負変更契約を締結したいの

で、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長  青 山 節 児 

１ 契約の目的   坂本１３３号線道路改良工事 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 契 約 金 額   変更前 １４３，６４０，０００円 

変更後 １５７，５１０，４４０円 

４ 契約の相手方   中津川市茄子川２０７７番地１８４ 

            三和建設 株式会社 

             代表取締役 太田 督栄
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議第４７号 

工事の委託に関する協定の変更について 

工事の委託に関する協定を次のように変更するものとする。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

中津川市公共下水道中津川市浄化管理センター建設工事の委託に関する協定（平成２

９年議第６２号議決）中「２７５，０００，０００円」を「２４５，７４０，０００円」

に変更する。 
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議第４８号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路線

に認定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名
起     点

終     点

３２９３ 坂本２９３号線 

中津川市茄子川字下諏訪１５８５番８地先 

中津川市茄子川字中垣外１６３２番９地先 
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路線番号 路 線 名  道路延長（ｍ）  道路幅員（ｍ） 凡 例

３２９３ 坂本２９３号線 １４６．６０ ５．００～９．３０

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

終点 中津川市茄子川字中垣外１６３２番９地先

起点 中津川市茄子川字下諏訪１５８５番８地先
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議第４９号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路線

に認定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名
起     点

終     点

３２９４ 坂本２９４号線 

中津川市茄子川字桶田２２５４番地先 

中津川市茄子川字下諏訪１５８５番１地先 
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路線番号 路 線 名  道路延長（ｍ）  道路幅員（ｍ） 凡 例

３２９４ 坂本２９４号線 ５０７．２０ ５．００～７．５０

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

終点 中津川市茄子川字下諏訪１５８５番１地先

起点 中津川市茄子川字桶田２２５４番地先
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議第５０号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路線

に認定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名
起     点

終     点

３２９５ 坂本２９５号線 

中津川市茄子川字桶田２２７３番２地先 

中津川市茄子川字下諏訪２３０６番地先 
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路線番号 路 線 名  道路延長（ｍ）  道路幅員（ｍ） 凡 例

３２９５ 坂本２９５号線 ５０５．８０ ４．００～７．５０

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

終点 中津川市茄子川字下諏訪２３０６番地先

起点 中津川市茄子川字桶田２２７３番２地先
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議第５１号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を市道路線

に認定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名
起     点

終     点

３２９６ 坂本２９６号線 

中津川市茄子川字桶田２２３７番５地先 

中津川市茄子川字坂本１４８２番９地先 
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路線番号 路 線 名  道路延長（ｍ）  道路幅員（ｍ） 凡 例

３２９６ 坂本２９６号線 ３０９．７０ ５．００～７．５０

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

起点 中津川市茄子川字桶田２２３７番５地先

終点 中津川市茄子川字坂本１４８２番９地先
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議第５２号 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を変

更したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

０２２１ 前田～津戸井線 

前 
中津川市茄子川字前田１３６５番１地先 

中津川市茄子川字津戸井１７５０番１地先 

後 
中津川市茄子川字前田１３６５番１地先 

中津川市茄子川字下諏訪２３０６番地先 
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路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡 例

０２２１ 前田～津戸井線
変更前 1,284.20 3.30～13.05 

変更後 1,116.00 3.30～29.00 

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

起点 中津川市茄子川字前田１３６５番１地先

変更前終点 中津川市茄子川字津戸井１７５０番１地先

変更後終点 中津川市茄子川字下諏訪２３０６番地先
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議第５３号 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を変

更したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

３１９１ 坂本１９１号線

前
中津川市茄子川字下諏訪１５８５番１２地先

中津川市茄子川字中垣外１６３５番８地先 

後 
中津川市茄子川字下諏訪２３０９番地先 

中津川市茄子川字中垣外１６３５番８地先 
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路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡 例

３１９１ 坂本１９１号線
変更前 329.10 2.60～7.75 

変更後 337.50 2.60～7.75 

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

変更前起点 中津川市茄子川字下諏訪１５８５番１２地先

変更後起点 中津川市茄子川字下諏訪２３０９番地先

終点 中津川市茄子川字中垣外１６３５番８地先
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議第５４号 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を変

更したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

３２８７ 坂本２８７号線

前
中津川市茄子川字津戸井１７２４番１地先

中津川市茄子川字津戸井１７０７番１地先 

後 
中津川市茄子川字津戸井１７２４番１地先 

中津川市茄子川字中垣外１６２３番７地先 
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路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡 例

３２８７ 坂本２８７号線
変更前 221.50 5.05～10.65 

変更後 301.80 5.05～10.65 

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

起点 中津川市茄子川字津戸井１７２４番１地先

変更前終点 中津川市茄子川字津戸井１７０７番１地先

変更後終点 中津川市茄子川字中垣外１６２３番７地先

-134-



議第５５号 

市道路線の変更について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次の市道路線を変

更したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

路線番号 路線名 
前後 

の別 

起     点 

終     点 

３２８３ 坂本２８３号線

前
中津川市茄子川字桶田２２３７番６地先

中津川市茄子川字前田２２０９番地先 

後 
中津川市茄子川字桶田２２３７番６地先 

中津川市茄子川字前田２２０９番地先 
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路線番号 路 線 名 道路延長（ｍ） 道路幅員（ｍ） 凡 例

３２８３ 坂本２８３号線
変更前 372.70 3.30～8.65 

変更後 300.30 3.30～8.65 

位 置 図   縮尺 1/2,000  （資料）

終点 中津川市茄子川字前田２２０９番地先

変更後起点 中津川市茄子川字桶田２２３７番６地先

変更前起点 中津川市茄子川字桶田２２３７番６地先
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議第５６号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市付知デイサービスセンター 

中津川市付知町５８８１番地３２

指定管理者 
中津川市かやの木町２番５号 

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

指定期間 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議第５７号 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次のとお

り指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

管理を行わせる施設の 

名称及び位置 

中津川市坂下交流促進施設 

中津川市坂下４５０番地２ 

指定管理者 
中津川市坂下３８８番地１ 

株式会社 クリエイト 

指定期間 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議第５８号 

角領辺地に係る総合整備計画の策定について 

角領辺地に係る総合整備計画を別添のとおり策定したいので、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第

１項の規定により、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 
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議第５９号 

塩野細野辺地に係る総合整備計画の策定について 

塩野細野辺地に係る総合整備計画を別添のとおり策定したいので、辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

平成３１年２月２５日提出 

中津川市長 青 山 節 児 
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角領辺地に係る総合整備計画 

（平成 31 年度～平成 35 年度） 

岐 阜 県 中 津 川 市 



様式３ 

総 合 整 備 計 画 書

(第  次変更) 

岐 阜 県 中 津 川 市 角 領 辺 地

(辺地の人口 231 人 面積 5.3Ｋ㎡ )

１ 辺地の概況 

(1)辺地を構成する町又は字の名称 

中津川市加子母字 砂場、中山、薙野、上垣戸、池田、下中島、西ノ上、金本、板の木、尾山、

         野中、下吉本、吉金、角領東、角領西 

(2)地域の中心の位置 中津川市加子母字野中 6025 番地

(3)辺地度点数   142 点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

角領辺地は、中津川市加子母地区の最南端、JR 中津川駅からは 35km の遠隔地に位置し、

国道 256 号を幹線に枝分かれする市道沿いに家屋が点在する地域です。 

当地域では、学校施設、公共施設、医療施設などにも遠いため、日常生活には自動車が欠

かせません。 

小学生、中学生の安全な通学を確保するために、スクールバスの更新を行い、利便性の向

上を図ります。 

３ 公共的施設の整備計画 

  平成 31 年度から平成 35 年度まで 5 年間 

(単位 千円) 

            区 分

事業主体名 事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額特定財源 一般財源 施設名 

通学施設 中津川市 
(  )

16,643 3,680 12,963 12,900 

合   計 

(  )

16,643 3,680 12,963 12,900 

  (注) (  )は全体事業費 

  当 初 計 画 策 定           平成  年  月  日 

  第１次変更計画策定  平成  年  月  日 

  第２次変更計画策定  平成  年  月  日 



塩野細野辺地に係る総合整備計画 

（平成 31 年度～平成 35 年度） 

岐 阜 県 中 津 川 市 



様式３ 

総 合 整 備 計 画 書

(第  次変更) 

岐 阜 県 中 津 川 市 塩 野 細 野 辺 地 

                                                   (辺地の人口 68 人  面積 4 .4Ｋ㎡ )

１ 辺地の概況 

(1)辺地を構成する町又は字の名称 

中津川市神坂字 高野山、高野、沼、栃ヶ洞、塩ノ向、天堤、鈴原巾、殿畑北平、殿畑、細野、 

         桂ヶ洞、川原、大沢、中ヲゾ根、中根、丸山、上ノ原、伝田、青木沢、エナ 

         ギ、丸根、坊主ナギ、堀田、大洞 

(2)地域の中心の位置 中津川市神坂 1699 番地

(3)辺地度点数  109 点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

   塩野細野辺地は、中津川市の南東部、長野県境に接する中津川市神坂地区の北部に位置し、

山間に家屋が点在する地域です。 

神坂地区は高齢化率が 45.8%と市内で最も高く、当地域は過疎高齢化の影響を大きく受け

ています。産業は農業が中心ですが、その担い手も高齢化が進んでいます。 

このため、農業基盤の維持および地域住民による防災力を向上させるため、用水路、防火

水槽を整備するものです。 

３ 公共的施設の整備計画 

  平成 31 年度から平成 35 年度まで 5 年間 

(単位 千円) 

            区 分

事業主体名 事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額特定財源 一般財源 施設名 

農業の経営の近代化

のための施設 

（用水路） 

岐阜県 

(  )

   900   300   600   600 

消防施設

（防火水槽） 
岐阜県 

(  )

  1,950    0  1,950  1,800 

合   計 

(  )

 2,850   300 2,550  2,400 

  (注) (  )は全体事業費 

  当 初 計 画 策 定           平成  年  月  日 

  第１次変更計画策定  平成  年  月  日 

  第２次変更計画策定  平成  年  月  日 


